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はじめに 

（１） 本書の位置づけと目的 

本書は、平成 23～25年度に総務省が防災情報の共有等、防災情報共有システムを整備

する自治体を支援するため実施した災害に強い情報連携システム構築事業及び防災情報

通信基盤整備事業（以下「防災情報通信基盤整備事業」という。）における各案件の取組内

容や知見・ノウハウを検証し、類似システムや事業の導入・拡張を検討する地域にとって参

考となる導入・運用手順及びシステムの仕様に関する仕様書として策定したものです。 

 

（２） 本書の使用対象と使用方法 

本書は、防災分野で同様の地域課題を抱える地域が、ICT 利活用による地域課題の解

決を図るため、本書で示す ICT システムの導入・運用に必要となる手順や体制、システム要

件、調達に当たっての留意点や仕様書の記載例を参考にして、円滑かつ効率的に ICTシス

テムを導入・運用できることを目的としています。 

 
（３） 本書の構成 

本書では、まず、防災分野における ICT 利活用の概要として、当該分野における地域課

題の現状、防災情報の共有等、ICT 利活用によるその課題解決の概要、当該分野における

ICT 利活用事例等を示します。 

次に、当該分野の ICTシステムの導入・運用手順と役割分担に関して、効果的・効率的な

導入のための手順や必要な体制、各関係主体の役割について示します。 

最後に、当該分野の ICTシステム仕様に関して、システム調達にあたって提示すべきシス

テム仕様の項目、各項目の記載にあたっての留意事項及び記載例を示します。 

 

図表 1 本書の構成 

 

• 地域の現状課題、ICT利活用による地域課題の解決、ま

た関連するシステム導入事例や標準化等の動向について
示す。

• 効果的・効率的にICTシステムを導入し、運用するための
手順や体制、役割について示す。

• ICTシステムを調達するにあたって、事業主体が提示すべ

きシステム仕様の項目、各項目の記載にあたっての留意
点と記載例を示す。

1.防災情報共有
におけるICT利活用の概要

2.防災情報共有
における導入・運用手順と推進体制

3.防災情報共有
におけるシステム仕様
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1. 防災情報共有における ICT利活用の概要 
 

本章では、まず、今日の防災分野における地域の現状課題について概要を述べ、その後、

「防災情報共有システム」をはじめとする防災分野の ICT システムがどのようにこの地域課題

の解決に資するかを説明する。 

 
（１） 防災分野における地域の現状課題 

ア 東日本大震災の教訓・課題 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災の地震や津波によってもたらされた未曾有

の大災害は、これまで想定していなかった新たな防災上の課題を浮き彫りにした。内閣

府の中央防災会議をはじめとする各府省、自治体、民間、研究機関等において、災害

応急体制は適切に機能していたか等、従来の防災対策に対する検証作業が行われた

ところである。 

例えば、中央防災会議（内閣府）の専門調査会である防災対策推進検討会議にお

ける最終報告（平成 24 年７月）1においては、災害対策に取り組む基本姿勢として、 

 災害から国民を守り、国を守ることは政治の究極の責任である 

 「国難」ともいうべき大規模災害を意識する 

 「防災の主流化」を通じ、可能な限りの備えを怠らない 

 災害発生時、官民が連携し資源の大量・集中投入を行う 

 被災を地域社会再構築への希望に変えていく 

 防災こそ我が国再生のフロンティアである 

 「防災先進国日本」を世界に発信する 

      などが挙げられている。 

  

                                                   
1内閣府 中央防災会議 防災対策推進検討会議 「最終報告～ゆるぎない日本の再構築を

目指して～」（平成 24 年７月 31 日） 
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図表 2 平成 25 年以降に発生した主な災害 

 

     (出所) 内閣府「平成 26 年版防災白書」 

 
 

イ 防災分野における地域課題 

我が国においては、地震や津波の他、台風やゲリラ豪雨、土砂災害など様々な災害

が存在する。毎年のように各地域において、これら自然災害による被害が発生し、多く

の人命や財産が失われている。こうした自然災害への対策として、地域住民の安全に

関わる防災情報を迅速に伝達、共有することの重要性は、東日本大震災において改め

て認識されたところである。 

 

防災情報の迅速な伝達・共有を図る上で、ICT システムの利活用は大変有用であり、

①早期の情報伝達による減災、②早期の状況把握による救援・復旧活動の迅速化・最

適化、③被災地域内外の関係機関の協働促進、④再建促進といった多くの面での効
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果が期待される。 

特に防災情報共有システムは、災害発生時に自治体や関係機関の間で防災情報を

伝達・共有するためのシステムであり、上記課題の解決に資する。例えば、通常、河川

上流域で発生する豪雨の被害は１市区町村の行政区域内にとどまらず、多くの市区町

村に及ぶことが多いが、河川上流域の市区町村が得た防災情報を迅速に近隣地域で

共有することができれば、被害を最小限にとどめることができる。 

 

しかし、従来の都道府県等における防災情報共有システムは、市区町村から都道府

県へ迅速に防災情報を伝達することは可能となったが、一方向の情報伝達であり、逆

に都道府県から市区町村へ防災情報を伝えるためには、別途メールや FAX 等で伝達

しなければいけないといった地域もあった。 

また、近隣の市区町村間で情報を伝達する場合にも、別途メールや FAX 等で伝達

しなければならない地域もあり、そのような地域では、複数の行政区域にまたがる豪雨

等の大規模な災害が発生した場合、市区町村が隣接市区町村の情報を入手するため

には、電話による問い合わせ等の人的な対応が必要であった。 

さらに従来の電話やＦＡＸ等による防災情報の伝達は、音声や文字が中心となるた

め、被害状況や交通状況等の視覚的情報の伝達が困難といった課題もある。 

 

防災情報の迅速な伝達・共有では、行政や関係機関間における防災情報共有の他、

地域住民への情報提供も重要である。従来の地域住民への情報伝達手段としては、

防災無線、テレビやラジオが主なものであった。 

しかし、メディアの多様化が進む昨今においては、テレビやラジオの他、インターネッ

トや携帯電話メール等、様々な情報伝達手段があり、突然に発生する自然災害等に対

してできる限り漏れなく地域住民へ情報を提供するためには、これら多様な情報伝達

手段を有効に活用することが求められる。 

また、大規模な災害発生時には、普段使い慣れている情報ツールが機能しなくなる

可能性もあることから、情報伝達手段の多重化を図る観点からも、多様な情報ツールを

有効に活用することが望ましい。 

  



5 

（２） 防災情報共有システムによる地域課題の解決 

ア 防災情報共有システムの位置づけ 

防災分野における ICT システムは、時系列の対応フェーズ（事前の備え、災害時に

おける応急対応、災害後の復旧・復興）により、必要な情報・サービスや業務が異なるこ

とから、これら対応フェーズ別に整理することが有用である。 

防災分野のシステムを対応フェーズ別に整理すると、①事前の備えのための事前想

定・教育に関するシステム（被害シミュレーションシステム、教育・訓練用システム等）、

②応急対応時のフェーズに対応するシステム（防災情報共有システム等）、③復旧復

興時のフェーズに対応するシステム（被災者支援システム等）の３つに分けることができ

る。 

また東日本大震災においては、行政をはじめとする関係機関に加えて、民間企業や

ボランティア団体等において SNS 等による多くのシステムが自主的に構築・活用され、

行政による取組とも連携し、重要な役割を果たした。2 

これを踏まえ、対応フェーズとシステムを活用する主体とで防災分野のシステムを分

類したものが図表 3 である。 

 
 

図表 3 防災分野のシステム概要 

 

対応フェーズ 業務・情報   

 

 

計画、訓練、教育 

危険箇所、リスクマップ、 

被害想定、地域のコミュニ

ケーション、教材 

  

 

 

現況・観測データ～初動 
警報、避難 

被害把握、初動、救援 

  

 

 

被災者支援・復興 

被災者支援 

復旧等の生活情報 

復興業務 

  

 

                                                   
2行政をはじめとする関係主体と、住民・民間企業等の、情報の収集・分析・集約・活用の有様、

そのための体制整備、システムの整備は、今後取り組むべき課題である。 

主導的な主体 

事前想定・教育 

・被害シミュレーションシステム 等 

     （加えて）市民・民間参加システム 自治体・関係機関システム 

住民・民間企業等の 
自主的なシステム 

 
・ソーシャルメディア 
・情報集約サイト 

（パーソンファインダー等） 等 

事前の備え 

応急対応 

復旧・復興 

災害情報の共有 
・防災情報共有システム 等 

 
 

被災者支援・復興業務 

・被災者支援業務支援システム 
・復興業務支援システム 等 
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イ 防災情報共有システムの概要 

防災情報共有システムは、災害発生時における応急対応のため、都道府県や市区

町村等の行政や関係機関との間で防災情報を迅速に伝達・共有して、連携を図るもの

であり、サービス内容は以下のように整理される。 

① 行政（都道府県、市区町村）、関係機関の間で、共通のシステム・共通のフォー

マットで、必要な情報（被害、道路、避難所、支援要請等）を共通のデータベー

スに集約する。 

② これらの情報を行政、関係機関等で共有することで、防災情報の迅速な伝達・

共有を可能とする 

③ 集約した情報に基づく防災情報を地域住民に迅速に提供するため、報道機関

等に一元的に情報伝達を行う 

④ 集約した情報を GIS（地位情報システム）と連動させることで、防災情報の視覚的

な理解を促し、対策方針の検討等に資する。 

 

防災情報共有システムは、自治体がハードウェア、ソフトウェア、データなどを自身で

保有・管理する構築形態の他、クラウド環境により構築する動きもみられる。システムの

柔軟性や構築費用を低く抑えられるという利点のみならず、他の地域に中核となるシス

テム・データを置くことで耐災性を高める、災害発生時の負荷集中に対する冗長性を確

保する等の利点がある（図表 4）。 

 
 

図表 4 防災情報共有システム 

 
 

 
   

   

   

   

   

   

 

①防災情報収集共有システム 

都道府県 

市区町村 

関係機関 

他機関の 
システム 

被災現場 

 

（被災現場情報収集） 

 

防災情報共有データベース 

【気象・災害・救援情報】 
被害、道路、避難所、 

支援要請、避難勧告、指示、 
気象 XML 情報、情報受領確認 等 

 地図情報表示 
システム 

③地図情報表示システム 

クラウド環境 

報道機関・ 

外部ポータル 
住民へ 

②災害情報広報システム 

連携 
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システム構成としては、主に３つのサブシステム、①都道府県、市区町村、関係機関間等

で情報の共有を担い全体の中核となる防災情報収集共有システム、②報道機関等を通じた

住民への情報配信を行う災害情報広報システム、③被害状況・道路状況等を、視覚的に表

示する地図情報表示システムから構成される（図表 5）。 

 

 

図表 5 防災情報共有システムにおけるサブシステム一覧 

サブシステム 概要 

防災情報収集 

共有システム  

都道府県、市区町村、関係機関や、関係団体の間で情報を共有するシステム。中

核となるデータの入力・格納・閲覧等を行い、他のシステムとの連携を担う中核とな

る。被災現場からモバイル端末を用いて各種の情報を収集・共有する機能も含む。 

災害情報広報システム 

広報システムとしての共通基盤は Lアラートが基本となる。Lアラートに準拠し、シス

テム連携することにより、防災情報収集共有システムから報道機関等を通じた住民

への情報配信を行う。その他、登録制配信メールや SNS などの独自機能も含む。 

地図情報表示システム 
防災情報収集共有システムと連動し、被害状況・道路状況を、視覚的に表示する

システム。 

 

ウ Lアラート 

① L アラートの概要 

 ⅰ 経緯 

災害に関する情報を放送事業者等へ配信するためのデータ形式やシステム間の接続イ

ンタフェースの標準化を目指したものが「L アラート」である。平成 20 年に総務省による研究

会において、共通の情報基盤「安心・安全公共コモンズ」が提言され、翌 21 年度に実証実

験が実施された。平成 23 年６月からは一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC）

により「公共情報コモンズ」としてサービスが開始され、平成 26 年 8 月には、今後、新たな発

展モデルに進化することを踏まえ、国民に分かりやすい名称という観点から、新たな名称「L

アラート」に変更された。 

 

  ⅱ 主な特徴 

    主な特徴として、以下が挙げられる。 

・ L アラートは、公益目的事業として実現したサービスである。 

・地方公共団体等の公的機関から地域住民に向けて発信された安心安全に関わる情報

及び生活情報等を様々なメディアを通じて、迅速かつ正確に地域住民に伝えることを目

的としており、住民への直接の情報提供は対象としていない。 

・防災行政無線やホームページ、メール配信サービス等の自治体単独の施策では限界

があるため、それを補完する目的で放送事業者等の様々なメディアと連携し、情報ルート
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の多様化を目指すもの。 

・L アラートへ 1 回入力するだけで、様々なメディアを通じて迅速に住民へ伝達できる。 

・平時も含めて地域住民が必要とする公的情報が正しく、迅速に提供されるための社会

基盤作りを利用者と一体となって目指すもの。 

・情報の受発信については、標準化されたデータ形式を採用し、共通の接続インタフェー

スを提供することにより、利用者負担の軽減を図る。 

 

  ⅲ 情報配信の概要 

    L アラートでは、テレビ、ラジオ、Web ポータル、携帯電話メール等の多様なメディアを通じ

て、住民への情報配信を行うことができる基盤が構築されている（図表 6）。 

    

 

図表 6 L アラートによる情報配信イメージ 

 

 

 

    また、情報発信者（市区町村）から見た住民等への情報発信については、庁内情報伝達

や防災行政無線による直接的な伝達と、都道府県の防災情報システムから L アラートを通じ

て配信される情報を活用して行われる各種メディアによる住民への伝達となる（図表 7）。 
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図表 7 情報発信者（市区町村）から見た情報配信イメージ 

 

  ⅳ 主な仕様 

    L アラートについて、利用資格、利用料、利用ルール、取り扱う情報種別、接続用回線等

の主な仕様は以下のとおり。 

 

サービス提供主体 （一財）マルチメディア振興センターが中立的な立場で、公正にサービスを提供する。 

運営の公平性を確保するため運営諮問委員会を設置。 

利用資格 発信者は、国・地方公共団体及びライフライン事業者等の法人。 

受信者は、住民へ公共情報伝達手段を有している放送事業者等の機関であり、地域住民

が直接受信することはできない。 

利用料 基本サービスは無料。L アラートへ接続するための通信費用、連携システムの開発費等

は自己負担となる。 

利用ルール 利用にあたっては、Lアラート基本要綱、サービス利用規約等を遵守。 

取り扱う 

情報種別 

自治体 避難情報（準備・勧告・指示）、避難所情報、災害対策本部設置状況、一時滞

在施設情報、潮位情報、被害情報、お知らせ・イベント情報、水位周知河川情

報、河川水位・雨量情報 

気象庁 気象特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報、地震、

火山、津波、竜巻等 

消防庁 国民保護情報（Jアラートから受信） 

接続用回線※ 自治体：LGWAN、IP-VPN、インターネット  メディア等：IP-VPN、インターネット 

※ IP-VPN を利用する場合は、L アラート側で構築した IP-VPN に接続する。（アクセス回線は利用者側負担） 

※ 連携システムが LGWAN 経由で SOAP 受信する場合に発生するコモンズ全国ノードの LGWAN-ASP 設定変更費用は、利用者側の

負担。 
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  ⅴ 主な機能 

L アラートでは、自治体等から発信された情報が、効率よく様々なメディアに伝えられるよ

うデータ形式を標準化し、サービスを提供している。主な機能としては、次のシステム等が挙

げられる。 

 

○ コモンズノードシステム 

・ 情報収集機能 

      コモンズ形式 XML 等の標準形式で発信された情報を SOAP プロトコルで受信する機

能。 

・ データ形式変換機能 

受信した情報は、受信者が指定する様々な標準形式に変換される。 

・ 情報配信機能 

形式変換された情報は、受信者が指定する受信条件に従って一斉に配信されるプッシ

ュ型のシステムであり、受信した情報をデータベースとして公開・提供するものではない。 

 

○ マスタ管理システム 

     利用者管理、利用者の発信／受信に関する設定等を利用者自らが行う Web システム。 

 

 

図表８ （参考）情報発信・収集の概念モデル 
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図表９ （参考）データ変換・配信機能概要 

 

 

図表 10 （参考）マルチメディアデータの取り扱い方法 
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○ コモンズツール 

L アラートへの情報発信・受信は、L アラートが規定する標準仕様に準拠した連携システ

ムを開発することが基本であるが、無償提供されているソフトウェアを PC にインストールす

ることで、情報を発信（コモンズエディタ）及び閲覧（コモンズビューワ）することもできる。 

 

 

図表 11 （参考）コモンズビューワの概要 
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図表 12 （参考）コモンズビューワの画面イメージ 

 

   

 

ⅵ L アラートを有効に利用するための留意点 

    L アラートは、住民等への効率的な情報伝達を実現するためのツールであり、自治体等に

おいては、ツールを十分に利用するための運用面での取組が重要となる。有効な利用を行

うためには、以下の点に留意することが望ましい。 

 

・ L アラートの利用は、住民への情報伝達手段の多様化を実現するツールであり、現行の

情報伝達手段を補完するものと捉える。 

・ 都道府県が主導して市区町村、ライフライン事業者、メディア（放送局、CATV、コミュニテ

ィＦＭ等）等が参加する連絡会を開催し、関係者間の相互理解と信頼関係を構築する。 

・ 都道府県による代行入力など、被災市区町村への支援体制の整備。 

・ 定期的な操作訓練の実施。 

- 人事異動等を考慮して定期的な操作訓練を実施 

- メディアとも連携した訓練により、入力者へ利用実態を示すことが重要 

- 一般的な操作に加えて、災害が連続するケースや誤報発信時の対処等、特別なケー

スを想定した訓練も必要 

- L アラート合同訓練への参加 

・ 広報での利用など、平時の活用 
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② L アラートの利用例 

 

ⅰ データ放送との連携 

  L アラートを通じた情報伝達について、情報伝達者として L アラートと連携しているテレビ

事業者では、データ放送にて災害情報の配信を行うシステムが構築されている。宮城県気

仙沼市では、複数のテレビ事業者のデータ放送を通じて、避難情報の配信を行っている

（図表 13）。 

 

 
図表 13 宮城県気仙沼市におけるデータ放送での避難情報配信例 

 

 

 

ⅱ Web ポータルサイトとの連携 

  平成 25 年８月 22 日より Yahoo! JAPAN を通じて L アラート情報の配信が行われている。

災害時には、PC 版・スマートフォン版 Yahoo!天気・災害のページに避難情報が掲載される

（図表 14）。なお、スマホアプリではプッシュ通知等も行われる（図表 15）。 
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図表 14 Yahoo! JAPAN における避難情報の配信 

 

 

図表 15 Yahoo! JAPAN における避難情報の告知 
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（３） 防災情報共有システムにおける動向 

ア 防災情報共有システムの導入事例 

現在、防災情報通信基盤整備事業での導入の他、各地域において、防災情報共有シス

テムを導入している事例がある。関係機関間での防災情報共有に加えて、L アラートと連動

することで、防災情報をテレビのデータ放送等で配信する事例も見られる。 

以下、防災情報通信基盤整備事業での導入事例について、具体的取組やシステムの概

要を説明する。 

 

 

図表 16 防災（防災情報共有）に関連するシステム導入事例 

地域 事業名 概要 

香川県 香川県次期防災情報システム

整備事業（平成 24 年度～平成

25 年度実施） 

国や県の防災情報や市町の災害情報等を迅速に

収集・共有を行うとともに、住民へLアラート、HP、携

帯メール等のメディアを通じて情報提供する仕組み

を構築 

宮崎県 災害対策支援情報システム整

備事業（平成 24年度～平成 25

年度実施） 

市町村や防災関係機関等からの災害情報を一元

化し、防災 GIS 機能を付加し共有化を図り、様々な

公共メディアを通じて住民に情報提供する仕組みを

構築 

 

 

 

（ア） 香川県 
香川県では、県の防災情報や県内市町の災害情報等を迅速に収集・共有を行う

とともに、住民へ L アラート、HP、携帯メール等のメディアを通じて情報提供するシス

テムを構築した。県では、震度情報ネットワーク、水防情報システム、河川監視システ

ム等の観測・監視システムを所有しており、それらのシステムで収集された観測情報

については、データの形式変換等を行った上で、本システムに情報が集約され、シ

ステム間の情報連携を可能としている。 

また、災害発生時は、各市町等において、庁舎に配備された PC 端末や災害現場

からスマートフォンにより被害情報の入力が行われ、本システムを通じて、各市町及

び県への情報共有が行われる。県等においては、それらの報告等を踏まえ、広域的

な災害支援を実施している。 
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図表 17 香川県防災情報システム 

 

（イ） 宮崎県 
宮崎県では、災害発生時に被害状況、避難状況や避難所開設状況等を、地図情

報（GIS）等を活用して集約・共有し、テレビ、携帯電話やインターネット等を通じて住

民に情報を配信するシステムを構築した。 

災害時には、システムを利用し、被害情報、避難情報（準備・指示・勧告・解除）、

避難所情報について、県庁、県内２６市町村、県内１０消防本部の間で、情報共有・

情報連携を行う。 

 

図表 18 宮崎県災害対策支援情報システム 
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イ 防災情報共有システムに関する標準化の動向 

（ア） 気象庁防災情報 XML フォーマット 
気象庁は、ICT 利用の高度化を踏まえ、新たな防災情報の提供様式として、「気

象庁防災情報 XML フォーマット」を策定し、平成 23 年 5 月より運用を開始した。従

来、気象警報、津波警報、地震情報等、それぞれの防災情報毎に、気象庁独自の

電文形式で提供してきたものを、気象・地震・津波・火山等を統一的なフォーマットで、

現在主流となっている XML により提供するものである。 

 

 

（イ） APPLIC による標準化作業 
一般財団法人「全国地域情報推進協議会」（APPLIC）では、自治体が防災アプリ

ケーションを整備するにあたり、標準的に装備すべき機能の定義と推奨仕様の提示

を目指した活動を実施している。 

自治体に対して整備を推奨するとともに、防災アプリケーション等をとりまとめた

「防災アプリケーション基本提案書」（平成 24 年３月）、自治体間で防災情報の共有

（災害・被害データのシステム間連携）を実現するため、都道府県・市区町村による

防災情報を標準化対象とした「防災業務アプリケーションユニット標準仕様」（平成 21

年３月）を策定している。 

 

 

（ウ）  ＬアラートのＸＭＬフォーマット 
「ＬアラートのＸＭＬフォーマット」は、地方自治体等がＬアラートへ情報発信する際

に利用される標準化されたフォーマットであり、報道機関等のメディアも統一的なフォ

ーマットで災害情報等を受信できる利点がある。本フォーマットは、総務省「平成 21

年度地域情報プラットフォーム委託事業」において策定され、改訂、頒布等の許諾を

得た一般財団法人「マルチメディア振興センター」が維持・管理している。 

地方自治体およびメディア等の要望をもとに、一時滞在施設情報（平成２６年１１

月公開）等の新フォーマットの追加や既存フォーマットの改良等が常に実施されてい

る。 

 

 

  



19 

（参考）防災分野におけるその他のシステム 

参考として、「防災情報共有システム」以外の防災分野のシステムを概観する。 

 
ア 被災者支援システム 

被災者支援・復興のフェーズにおける業務を主な対象とするシステムである。 

兵庫県西宮市では阪神・淡路大震災の経験と教訓、情報化のノウハウを活かし「被

災者支援システム」を構築しリニューアルしてきた。一般財団法人地方自治情報センタ

ー（LASDEC）の地方公共団体業務用プログラムライブラリに登録され全国の地方公共

団体に公開・提供されている。 

 「被災者支援システム」は、「被災者台帳」「被災住家等台帳」を管理する被災者支

援システムを中核とし、その他のサブシステムから構成される。被災者支援システムは、

被災者台帳、被災家屋台帳の２つのシステムで構成され、罹災
り さ い

証明や被災家屋証明

書の発行、義援金・被災者生活再建支援制度の給付管理などが可能である。例えば

罹災
り さ い

証明書の発行をシステム化することで、多数の被災者に対する発行にかかわる時

間を軽減することができる。また、緊急物資管理システムでは、緊急物資の在庫をデー

タベース化し、保管場所ごとの在庫を確認しながら、効率的な配布計画の策定を行うこ

とができる。オープンソース版汎用 Web システムとして開発され、ソースコードも含めて

公開され、カスタマイズも可能となっている。 

 

 

図表 19 「被災者支援システム」の概要 

 
（出所） 被災者支援システム全国サポートセンター長（西宮市 CIO 補佐官兼西宮市情報センター長） 吉田稔

「危機管理と情報システム」月刊 LASDEC H23.3 月 

イ 事前の備え・教育システム 

事前の被害想定、ハザードマップ等住民等の防災への事前の備えに関する情報や
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教育用素材・ソフトのインターネット等の手段による情報提供、関係者の教育・訓練用

のシステムなどが分類される。前述の多くの ICT システムは、職員の訓練用のメニュー

や被害想定機能を含んでいる場合も多い。また情報提供の典型例であるハザードマッ

プの提供をみると、図表 20 のようにハザードマップの作成及び住民へのインターネット

等を通じた提供などは多くの自治体で実施されている。 

 

 

図表 620 ハザードマップ公表状況 3 

種別 公表 インターネット公開 

洪水ハザードマップ 1308 1207 

内水ハザードマップ 288 265 

高潮ハザードマップ 114 90 

津波ハザードマップ 546 469 

土砂災害ハザードマップ 842 683 

火山ハザードマップ 82 58 

注） 公表：印刷物の配布等によりハザードマップを公表している市町村の数、 

インターネット公開：ハザードマップ公表市町村のうち、インターネット上で 

ハザードマップを公開している市町村数 

（出所） 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 

  

                                                   
3 平成 27 年６月にハザードマップポータルサイトで確認した結果に基づく 
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ウ 住民・民間企業等の自主的なシステム 

東日本大震災時には、行政やマスメディアだけでなく、個人や団体が自発的に、被

害状況や生活情報、必要とされている支援物資、ボランティアの活動状況などの情報

を、ソーシャルメディア等を利用した ICTシステムで発信する動き等が各所で見られた。

典型的なものを図表 21 に例示する。 

 

 

図表 7 東日本大震災における住民・民間企業等の自主的なシステム（例） 

種別 形態 内容（例） 

ソーシャルメ

ディア 

地域ＳＮＳ  

 

地震発生直後から、メンバー有志によって、各種の

情報の蓄積、整理、構造化が試みられ、ＳＮＳ外部

からの閲覧者も多数。ＳＮＳでの議論のもと、学用品

を集める計画、「学び応援プロジェクト」が立ち上げら

れ、全国の地域ＳＮＳの賛同で実施された。 

新聞社 ミニブログのアカウントを開設し、給水所や避難所、

学校の休校情報など、生活情報を配信。 

ミニブログ 救援を要請するハッシュタグ（Twitter において情報

にタグ付けをすることで、話題を的確に特定する機

能）「#j_j_helpme」をつけたコメントが多数投稿され

た。 

インターネット放送メ

ディア 

「地震速報」という番組名で、被害の状況をインター

ネットでリアルタイムに配信。 

避難所名簿

共有サービス 

避難所名簿共有サー

ビス 

ある大手の検索サービス事業者では、被災された家

族や友人の安否を確認できるサイトを開設。震災当

日からサービスを開始した。 

避難所名簿共有サービスとして、携帯電話のカメラ

等で撮影されメールにて送付された避難所の名簿

画像がボランティアによって順次テキストに打ち替え

られ、データベース化の上、登録された。また、警察

庁、地方公共団体や一部マスコミ等から提供された

データも併せて登録された。 

その他 自動車向け情報提供

サービス各社 

自らの保有する情報を集計して、前日に走行実績の

あった道路の状況を公開。 

ITS Japan は各社のデータを集約してプローブ統合

交通情報を作成し、ITS Japan のサイト等にて公開。 

（出所）総務省「平成 23 年版情報通信白書」をもとに作成  
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2. 防災情報共有における導入手順と役割分担 
  

本章では、防災情報共有システムを導入するにあたって必要となる導入・運用手順と導入

に必要な推進体制及びそれらの役割について説明する。 

 

（１） 導入・運用手順 

ア 導入・運用手順の概要 

一般的に ICT システムを導入・運用するにあたって必要となる手順の概要を図表 22、

図表 23 に示す。導入・運用に係る手順を大きく分類すると、企画、設計・開発、運用の

３つのフェーズに分かれる。 

まず企画フェーズにおいては、自治体等が中心となって、検討組織の立ち上げを含

む事前検討、ICT システムの要件定義、予算化・調達を行う。企画では、事前検討や

ICT システムの要件定義での検討結果を踏まえ、ICT システムを調達するための調達

仕様書を策定する。この仕様書の記載にあたっての留意事項や記載例については、

後の３章で詳細に説明する。次に設計・開発フェーズにおいては、企画フェーズで作

成した調達仕様書に基づいて ICT システムを構築する。最後に運用フェーズにおいて、

運用業務を受託したシステム事業者等が中心となって ICT システムを運用する。 

新規にシステムを導入する場合以外（システムの一部において既存の外部システム

を活用する場合等）でも、検討の期間や精度は異なるものの、基本的に同じ導入・運用

手順が適用される。 

次のセクションにおいて、各フェーズの小分類別に、当該フェーズで実施すべき作

業内容や留意すべき事項について具体的に説明する。 
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図表 22 一般的な導入・運用手順とその概要 

 

事前検討   要件定義   予算化・調達     

            

 
 

図表 23 フェーズごとの導入・運用手順の概要 

フェーズ 

大分類 

フェーズ 

中分類 

フェーズ 

小分類 
概要 

企画 

事前検討  
検討組織  

立ち上げ  

導入検討に向け協議会等を立ち上げ、全体の企画の作成

および実行に向けた計画づくりを行う。  

要件定義  

システム化  

方針検討  

課題の認識、解決の方針検討及び他地域における事例調

査に基づき、システム化方針の検討を行う。 

業務要件検討 
課題解決のために必要となる業務のあり方を検討し、業務要

件を整理する。 

機能要件検討 業務要件に基づき、必要となる機能要件を整理する。 

情報提供招請 策定した要件のシステムに係る概算費用情報を取得する。 

運用要件検討  
システム面の運用要件の他に、実際の業務フローや詳細な

運用手順、運用ルールを整理する。 

外部システム

との連携要件

検討 

システム面・業務面の両面から、外部システムとの連携方針

や連携機能・範囲、運用手順、運用ルールを整理する。 

予算化・ 

調達   

予算化  
情報提供招請に基づき得られた情報等を参考に予算化す

る。 

仕様書策定・ 

調達 

システム設計・開発業務の調達・発注に必要となる仕様書を

取りまとまとめ、調達を行う。 

設計・開発  設計・開発   

構築体制  

立ち上げ  
構築体制を立ち上げる。 

システム  

構築・導入 
仕様書に基づき、システムを構築、導入する。 

運用  運用   

運用準備 運用のために必要な準備を行う。 

運用開始  運用を開始する。 

  

企画 

検討組織 
立ち上げ 

システム化 
方針検討 

業務要件 
検討 

機能要件 
検討 

情報提供 
招請 

運用要件 
検討 

予算化 仕様書 
策定・調達 

構築体制 
立ち上げ 

システム 
構築・導入 

運用準備 運用開始 

設計・開発 運用 
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イ 一般的な導入・運用に至る手順 

ICT システムを導入・運用するにあたって必要となる企画、設計・開発、運用の各手順に

おける小分類フェーズのそれぞれにおいて、実施すべき作業の内容や留意すべき事項等

について述べる。 

 

（ア） 企画／事前検討 
【検討組織立ち上げ】 

ICT システムの導入に向けて、まず検討組織（協議会など）の立ち上げが必要とな

る。 

本分野の事業・業務内容や関係者の立場に精通し、地域に発生している課題を

十分に認識した主体が牽引役となり、関係各者を巻き込む形で協議会等の組織を

設置することが望まれる。この組織により全体の企画の作成及び実行に向けた計画

づくりを行う。 

 

（イ） 企画／要件定義 
【システム化方針検討】 

システム化方針は、構築する事業及びサービスの目的を明確にし、その中でシス

テムが果たす役割を定めるものである。 

前述の組織（協議会など）が中心となり検討を行う。検討するに当たって、地域の

関係者（参加自治体、気象、警察・消防、ライフライン事業者等）にヒアリングを行い、

地域の課題等を把握する必要がある。また、別地域の同種の事業を運営している事

業者に対するヒアリング、学識者やＩＴコンサルタントなどによるアドバイスや協力を得

ることもある。またこの段階からシステム事業者が参画することもある（ただし、この段

階での事業者と設計・開発フェーズにおける事業者が同じとは限らない）。また、この

フェーズのための予算の手当てが必要な場合もある。 

 

【業務要件検討】 

業務要件は、システム化を行う業務の概要、業務フロー等を指す。事業者等への

ヒアリング結果や組織（協議会など）メンバーの意見を集約して業務のあり方を検討し、

業務要件を決定する。特に地域が課題と認識している要素については、どのように

対応すべきかを慎重に検討する必要がある。 

 

【機能要件検討】 

機能要件は、システムが何を行うかを規定したものである。業務要件からシステム

に求められる機能への落とし込みを行い、それぞれの機能で処理を行う内容を整理

する。また、実現方式についての制約・要請等があれば整理する。 
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【情報提供招請】 

上記の機能要件を実現するために、ハードウェア、ソフトウェア、インフラ整備及び

設計・開発等一連のシステム構築において、機能要件の実現可能性等や、費用及

びその根拠となるシステムの工程数・規模等について、複数のシステム構築事業者

に情報提供を求め、確認・精査する。 

 

【運用要件検討】 

運用要件とは、運用・保守に係る業務フロー、詳細な運用手順、体制、役割分担、

運用ルールである。ここでは、システム面の運用要件だけでなく、システム外を含む

実際のサービス全体の運用要件を定める。 

 

【外部システムとの連携要件検討】 

関連システムとの連携要件とは、関連自治体等（県の場合は、県下の市区町村等）

が構築するシステム及び L アラート等、他システムとの連携要件を指しており、連携

方針、連携する機能・範囲、役割分担、連携ルールを定める。 

 

（ウ） 企画／予算化・調達 
【予算化】 

前述の情報提供招請等により、システム実現に向けたコスト感が可視化された段

階において、システムの設計・開発、運用に関する予算化を行う。 

 

【仕様書策定・調達】 

システム設計・開発業務の調達・発注に必要となる仕様書を取りまとめ、調達を行

う。仕様書においては、システムの機能要件のみならず、運用要件等の非機能要件

についても記載する。 

また、応札者に対して、想定しているシステムの機能規模など費用積算の根拠と

なりうる情報（画面数、帳票数等）を、提案内容に含めるよう求めることが望ましい。 

 
（エ） 設計・開発  

【構築体制立ち上げ】 

システム設計構築の検討・評価を行うための作業部会（作業主体）を組織・運営す

る。特に、大規模なシステムの場合、いくつかの作業部会に分けることが有用であ

る。 

 

【システム構築・導入】 
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仕様書に基づき、システムを構築する。具体のシステム構築作業はシステム構築

事業者によって進められるが、事業主体や関係機関は、前フェーズまでに策定した

仕様に基づき、詳細部分の具体化に関して、業務の詳細な流れや画面の確認、必

要なデータと不要なデータの整理、操作性の評価等を行うために、積極的に関与す

る必要がある。 

また納品時には、構築されたシステムが、仕様書で定める機能規模等の要件を満

たしているかを確認するためにも、画面一覧・データ（ファイル）一覧等の費用のトレ

ースに必要な資料をシステム事業者に求めることが望ましい。 

 

（オ） 運用 
【運用準備】 

構築したシステムへ円滑に移行できるようにするための準備を行う。システムその

ものの運用・保守の準備の他に、実際のサービス運営まで（運用マニュアルの作成、

システムの使用方法等の研修、料金収受などの方法・各種手続き、問い合わせ対応、

必要ならばサービス約款などの各種文書・書式等）を想定しつつ、準備を進める必

要がある。 

現場には、システム利用への抵抗感があることも予想される。研修等を実施する場

合は、相当の配慮をした上での実施が望まれる。また、この段階でシステム導入によ

る事業としての効果を測定するため、指標項目の設定や各指標の測定方法を定義し

ておくが望ましい。 

 

【運用開始】 

運用を開始する。運用初期には、システムトラブルや使用方法の問合せなどが数

多く発生するため、対応できる体制とシステムの運用ルールを定めたマニュアルを予

め準備しておく必要がある。また、事業成果のとりまとめ、対外発信、採算性の分析、

事業継続に向けた対策検討等を事業主体は行う必要がある。 
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（２） 推進体制 

ア 推進体制と各主体の基本的な役割 

防災情報共有システムを構築・運用するにあたっての推進体制と各主体の基本的な

役割を図表24に示す。防災情報共有を進めるためには、県や、市といった自治体が事

業主体として中心的な役割を担うだけでなく、関係各機関の参画が必須である。システ

ム/実業務両面で県と市区町村の間での連携や役割分担、運用ルールについて、綿

密な調整・協議が必須であり、同様に関係各機関の調整・協議が必要である。 

 

図表 24 推進体制と各主体の基本的な役割 

主体 役割 

事業主体 

（自治体等） 

本システムの導入を推進する推進母体。課題を認識し、解決に向けた

けん引役を果たす、事前検討フェーズから、運用フェーズまで、一貫して

推進する。 

県、市が中心推進母体となることが多い。地域内の自治体、危機管理

関係機関（気象、警察・消防・自衛隊、報道機関、ガスなどのライフライン

事業者等）の参加による協議会等の組織を立ち上げ推進する。 

大規模なシステムの場合、人命救助、報道等の業務ごとに作業部会を

設定することが必要である。 

情報共有主体・ 

作業部会構成員 

都道府県、市

区町村 

（事業主体 

事務局団体） 

本システムの導入を推進する推進母体。協議会等の事務局をにな

い、各ワーキングの取りまとめなどの総合的なマネジメントを行う。 

都道府県、市

区町村・ 

消防本部 

（上記除く） 

基幹となる災害応急対応機関として、情報収集・共有・住民への情報

提供における必要な項目や手順について、要望・評価等を行う。実運用

時のシステムのユーザとなる。（以下同じ） 

危機対策 

機関 

人命救助に関する事項における必要な項目や手順について、要望・

評価等を行う。警察、自衛隊、海上保安庁等から構成。 

ライフライン ライフラインに係る事項。ガス、電力など。 

気象 気象情報の提供、関連事項を調整する。 

報道 報道に関する必要な項目や手順について要望・評価等を行う。 

協力機関・アドバイザー 事業実施に関する助言、協力を行う。 

災害関連の大学・研究機関・ＮＰＯ、有識者などが参加する例が多い。 

システム事業者 

主に準備フェーズ、運用フェーズで主体となる。 

システムが大規模になる場合、複数の事業者が参加する。 

設計開発フェーズでは、要件定義に基づきシステムの設計開発を行

う。運用フェーズでは、システムの運用、システムの保守を行う。 
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イ 各手順における各主体の役割 

防災情報共有システムの構築・運用にあたって求められる各関係主体の役割を導

入・運用手順のフェーズ別に述べる。また、その際の役割分担（主担当、副担当）を図

表 25 に示す。 

 

（ア） 企画フェーズ 
企画フェーズでは、自治体等の事業主体が中心となり、事業主体以外の自治体、

消防・ライフライン事業者等の関係機関の参加を得て進める。 

また、企画フェーズのうち要件定義フェーズでは、IT コンサルタント等が協力機

関・アドバイザーとして要件定義を支援することや、システム事業者が参画することも

ある。ただし、システム事業者については、設計・開発フェーズのシステム事業者と同

じとは限らない。 

自治体等が中心となって、この企画フェーズで検討を重ねた成果物が、ICT シス

テムの設計・開発業務を調達・発注する上での仕様書 となる。本書における仕様書

は、ここで使われる仕様書を想定している。 

 

（イ） 設計・開発フェーズ 
企画フェーズに続き、構築体制の立ち上げまでは、自治体等の事業主体が中心と

なる。 

システム構築・導入から運用にかけては、仕様書に基づいてシステム事業者が業

務を遂行する。ただし、仕様書だけで全ての詳細仕様が決まるわけではないので、

システム構築・導入フェーズでは、事業主体、関係機関も積極的に参画し、業務の

詳細な流れや画面の確認、必要なデータと不要なデータの整理、操作性の評価等

を行う。 

 

（ウ） 運用フェーズ 
システム運用業務は、運用業務を受託したシステム事業者が中心となって行う。た

だし、システムを活用するのは、あくまでもユーザーであり事業主体であることから、

システムの運用開始後も、自治体等事業主体は、事業成果のとりまとめと体外発信、

採算性の分析と事業継続に向けた対策検討等を行う。 
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図表 25 一般的な導入・運用手順と役割 

フェーズ 

概要 

事
業
主
体 

 

医
師
会 

 

医
療
機
関 

 

協
力
機
関
・ 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

 

シ
ス
テ
ム
事
業
者  

大
分
類 

中
分
類 

小
分
類 

企画  事前 

検討  

検討組織 

立ち上げ  

導入検討に向け協議会等を立ち上

げ、全体の企画の作成および実現に

向けた計画づくりを行う。  

◎ ○ ○ △ - 

要件 

定義  

システム化 

方針検討  

課題の認識、解決の方針検討及び

他地域における事例調査に基づき、

システム化方針の検討を行う。 

◎ ○ ○ △ △ 

業務要件 

検討 

必要となる業務のあり方を検討し、業

務要件を整理する。 
◎ ○ ○ △ △ 

機能要件 

検討 

業務要件に基づき、必要となる機能

要件を整理する。 
◎ ○ ○ △ △ 

情報 

提供招請 

策定した要件のシステムに係る概算

費用情報を取得する。 
◎ △ △ △ △ 

運用要件検

討  

システム面・業務面の両面から、実際

の業務フローや詳細な運用手順、運

用ルールを整理する。 

◎ ○ ○ - △ 

外部システ

ムとの連携

要件検討 

システム面・業務面の両面から、連携

方針や連携機能・範囲、運用手順、

運用ルールを整理する。 

◎ △ △ △ △ 

予 算 化 ・

調達  

予算化  情報提供招請に基づき得られた情報

等を参考に予算化する。 
◎ ○ ○ - - 

仕様書 

策定・調達 

システム設計・開発業務の調達・発注

に必要となる仕様書を取りまとめ、調

達を行う。 

◎ ○ ○ △ - 

設計・ 

開発  

設計・ 

開発  

構築体制 

立ち上げ 
構築体制を立ち上げる。 ◎ △ △ - ○ 

システム 

構築・導入 

仕様書に基づき、システムを構築、導

入する。 
○ - - - ◎ 

運用  運用  運用準備 運用のために必要な準備を行う。 ○ ○ ○ △ ◎ 

運用開始  運用を開始する。 ○ ○ ○ - ◎ 



30 

（３） ICT人材の確保・育成 

ア ICT 人材の能力要件 

防災関連業務は、対象とする業務が多岐にわたり、自治体の組織内においても関連

する部局が多く、また自治体外の関連機関も多い。関連する各種機関（複数の市区町

村、都道府県、消防、気象庁、自衛隊、ガス、電力、報道等）の間で、協議・調整が必

要となるため、いわゆる企画調整能力に長じた人材が必須となる。 

これらの多様な参加者の特徴と、その業務をある程度理解した上で、コミュニケーシ

ョンや役割分担・業務の割り付けを行うことが必要となる。それぞれの業務の経験ないし

知識があることが理想的であるが、少なくともそれぞれの部門との折衝や調整の業務経

験があることが望ましい。 

また、緊急性が高くかつ人命にかかわる案件であるだけに、適切な水準の見極めが

難しく、システムへの要望は複雑化・肥大化しがちである。他方、担当者が災害時にシ

ステム入力に追われ本来の実務が滞ることなどの事態は避ける必要がある。必要とされ

る情報やタイミングなどを評価し、本当に搭載すべき機能・項目に絞り込めるように、担

当者には実際の災害業務の経験の中で、防災情報を活用分析して災害対応を行った

経験があることが望ましく、その知見や経験に基づいて、議論を導くことが望ましい。 

ICT システム面に関してもある程度 ICT に明るい人材が望ましい。協議会等に参加

するメンバーも、システム開発業者だけでなく、他の関係機関からも、ある程度 ICTに明

るい人材の参加が多いためである。 

防災情報共有システムについては、参加機関が多岐であり、システム規模も大きいこ

とが多いため、同規模プロジェクトのマネジメントの正しい知識と適切な経験・ノウハウを

有することが望ましい。 

 

イ ICT 人材を確保・育成するための留意事項 (例) 

テーマごとにワーキングを設置し、その中で集約を行うともに、各ワーキングには、実

施主体のメンバーが必ず参加することが望ましい。これにより防災に関する各業務を横

断的に把握することにつながる。また、実際の防災業務の運用中心となるメンバーが、

システム構築を通じて関係する他機関・部局の業務を理解することにつながり、実務に

おいて中心的な役割を果たせるとともに、各関係機関において人との調整の重要性を

再認識することにも繋がる。 

地域の大学・ＮＰＯとの協力も有用である。開発の中途段階で、学生・職員に対する

システムの説明・操作等の模擬操作、課題の議論、有識者による評価、それを反映した

システム開発を行うといったプロセスを繰り返すことで、システムの改善につながると同

時に、参加した大学生・職員が防災 ICT に関する人材として育成される。  
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3. 防災情報共有におけるシステム仕様 
 

本章では、防災情報共有システムの仕様に関して、情報通信基盤整備事業の参照事例

等に基づき、システムの設計・開発業務の調達にあたって事業主体がシステム事業者に対

して提示すべきシステム仕様書の項目構成、各項目の記載にあたっての留意点及び記載

例を示す。 

 

（１） 一般的なシステム仕様項目 

システム仕様は、サービスの目的とシステムの役割、機能構成、業務フロー、システ

ム構成、外部システムとの連携、技術仕様・データ仕様、システム非機能要件から構成

される（図表 26）。これらの仕様項目により、事業主体はシステム事業者に対して、シス

テムの全体像をわかりやすく伝えるとともに、設計・開発を行う上での要望を可能な範

囲で具体的に伝える。 

システムの設計・開発業務の調達にあたって、事業主体がシステム事業者に対して

明示すべき優先度等からシステム項目を整理すると次のように分類される。 

まず、事業主体の意図を伝えるために必要最低限明示しておく必要のある項目とし

ては、サービスの目的とシステムの役割、機能構成が該当し、これらはどんなに簡略化

された仕様書でも必須の項目である。 

次に、必須ではないが、明確にしておくことが望ましい項目としては、業務フロー、シ

ステム関連図、システム非機能要件が該当する。セキュリティや応答時間、メンテナンス、

障害復旧等のサービスレベルに関して、事業主体あるいはシステム利用者が想定して

いる要件を利用者視点で示すことは、システム事業者と円滑なコミュニケーションを図る

上で意義がある。 

また、明確にしておくことが望ましいが、比較的専門性が高くスキルを身に着けた人

材による作成が望ましい項目としては、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成、ハードウ

ェア構成、画面一覧等、外部システムとの連携、データ仕様・技術仕様が該当する。IT

コンサルタントやシステム事業者への委託により、これらの項目を作成する場合もある。

これらの項目は、システム構築・導入費用を正確に見積り、システム構築・導入を円滑

に進めるために有用である。 
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図表 8 システム仕様の項目構成 

大項目 小項目 記載内容 

サービスの目的と 

システムの役割 
構築するサービスの目的、その中でシステムが果たす役割を記載 

機能構成 システムの機能の概要、及び機能間の関係を示す 

業務フロー 
事業の目的を達成するために必要な既存業務及び新規業務につ

いて、実行主体ごとに順序立てて整理 

システム 

構成 
システム 

関連図 
システム設計単位及び設計単位間の連携方法の方針を示す 

ネットワーク 

構成図 

システムとして実装される機器の物理的又は論理的な接続関係を

明確化 

ソフトウェア 

構成図 
システムを構成する機器に実装されるソフトウェアの構成を明確化 

ハードウェア 

構成図 

システムを構成するサーバ、クライアント等の機器のCPU、メモリ、ハ

ードディスク等の機能構成を明確化 

画面一覧等 画面一覧、帳票一覧、ファイル一覧等 

外部システ

ムとの連携 
インタフェース 

仕様 

当該事業で開発するシステムと既システムとの接続について、必要

なインタフェースの数と複雑さなどを示す 

外部サービスの 

適用可能性 

既存システムの活用、ソフトウェアパッケージの活用、クラウド等によ

る外部サービスの活用方針を示す 

技術仕様・データ仕様 遵守すべき技術標準やデータ標準について記載 

システム 

非機能要件 
規模・運用要件 データ量や端末機器数、設置場所、利用者数、運用時間等を示す 

信頼性要件 
システムが所与の条件下で規定の期間中に要求された機能を果た

すための要件について示す 

性能要件 
システムの処理性能について、応答時間、ターンアラウンドタイム、

スループット等の要件を示す 

ユーザビリティ 

要件 
利用者のシステムを利用時の有効性、効率性、満足度等を示す 

セキュリティ 

要件 

システムに保管される情報の機密性、完全性、可用性を維持するた

めの要件について示す 

開発要件 システムを開発する上での方針、手法、環境等について示す 

成果物要件 文書成果物として納品を求めるものを示す 

テスト要件 テスト工程での要求水準を示す 
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（２） 一般的なシステム仕様項目と導入・運用手順との対応関係 

一般的な導入・運用手順のフェーズ小分類とシステム仕様項目との対応関係を図表

27 に示す。システム仕様項目は、主に①機能要件検討フェーズ、②仕様書策定・調達

フェーズ、③システム構築・導入フェーズの 3 つのフェーズにおいて段階的に精緻化さ

れていく。 

 

① 企画／要件定義／機能要件検討フェーズでは、ここまでに事業主体及び利用者の

立場から、事業の目的、システムの役割、システムが備えるべき機能の検討・整理を

する。そのため、サービスの目的・システムの役割、機能の概要や機能間の関連を

示した機能構成、外部システムとの連携方針は検討すべき必須項目である。システ

ム関連図やシステム非機能要件は、必須ではないものの、検討することが望ましい

項目である。 

 

② 仕様書策定・調達フェーズでは、前段の要件定義フェーズの検討結果を取りまとめ

た仕様書に基づいて、システム事業者が提案することになる。そのため、それぞれ

システム化方針検討、機能要件検討で検討されたサービスの目的とシステムの役

割、及び機能構成には、必須の項目である。業務フロー、システム関連図、システム

非機能要件については、必須ではないものの、概要でも構わないので、仕様書策

定・調達フェーズで示されることが望ましい。 

一方、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成、ハードウェア構成、画面一覧等、外部

システムとの連携、データ仕様・技術仕様については、システム構築・導入フェーズ

に入ってから詳細に検討される場合が多いが、機能要件検討フェーズの中で、ITコ

ンサルタントやシステム事業者に検討を委託する際に、これらの項目を作成する場

合がある。 

なお、これら全てを機能要件検討フェーズで策定できない場合、仕様書策定・調達

フェーズで発注者が提示した仕様書において、システム事業者が提出する提案書

に記載される場合もある。 

 

③ システム構築・導入フェーズでは、仕様書策定・調達フェーズで取りまとめられた仕

様書に基づいてシステムが構築される。この構築工程において各種仕様項目も更

に精緻化されていき、完成したシステムが導入される。 
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図表 27 一般的な導入・運用手順とシステム仕様項目との対応 
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（３） 本書の記載例において想定するシステム 

本章で示すシステム仕様書の記載例については、災害発生時における応急対応の

ため、都道府県や市区町村等の行政や関係機関との間で防災情報を迅速に伝達・共

有して、連携を図るシステムを想定している。 

 

 具体的には、次のようなサービスが可能となるものを想定している。 

① 行政（都道府県、市区町村）、関係機関の間で、共通のシステム・共通のフォー

マットで、必要な情報（被害、道路、避難所、支援要請等）を共通のデータベー

スに集約する。 

② これらの情報を行政、関係機関等で共有することで、防災情報の迅速な伝達・

共有を可能とする。 

③ 集約した情報に基づく防災情報を地域住民に迅速に提供するため、報道機関

等に一元的に情報伝達を行う。 

④ 集約した情報を GIS と連動させることで、防災情報の視覚的な理解を促し、対策

方針の検討等に資する。 

 

 

図表 28 防災情報共有システム（再掲） 

 
 

 
   

   

   

   

   

   

 

 

 本システムの構成は、主に３つのサブシステムからなり、①都道府県、市区町村、関係機

関間等での情報共有を担い、全体の中核となる防災情報収集共有システム、②報道機関

等を通じた住民への情報配信を行う災害情報広報システム、③被害状況・道路状況等を、

①防災情報収集共有システム 

都道府県 

市区町村 

関係機関 

他機関の 
システム 

被災現場 

 

（被災現場情報収集） 

 

防災情報共有データベース 

【気象・災害・救援情報】 
被害、道路、避難所、 

支援要請、避難勧告、指示、 
気象 XML 情報、情報受領確認 等 

 地図情報表示 
システム 

③地図情報表示システム 

クラウド環境 

報道機関・ 

外部ポータル 
住民へ 

②災害情報広報システム 

連携 
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視覚的に表示する地図情報表示システムから構成される（図表 29）。 

 

 本システムの規模は、都道府県・市区町村・関係機関の利用を想定（通常時800名規模の

利用を想定）しており、災害発生時は通常時の 10 倍の 8000 名の利用を想定する。 

 

 本システムはクラウド環境により構築し、通常職員等が使用する PC 端末やスマートフォン

での接続を可能とするなど、簡易に導入かつ利用ができる仕様とする。 

 
 

図表 9 防災情報共有システムにおけるサブシステム一覧（再掲） 

サブシステム 概要 

防災情報収集 

共有システム  

都道府県、市区町村、関係機関や、関係団体の間で情報を共有するシステム。中

核となるデータの入力・格納・閲覧等を行い、他のシステムとの連携を担う中核とな

る。被災現場からモバイル端末を用いて各種の情報を収集・共有する機能も含む。 

災害情報広報システム 

広報システムとしての共通基盤は Lアラートが基本となる。Lアラートに準拠し、シス

テム連携することにより、防災情報収集共有システムから報道機関等を通じた住民

への情報配信を行う。その他、登録制配信メールや SNS などの独自機能も含む。 

地図情報表示システム 
防災情報収集共有システムと連動し、被害状況・道路状況を、視覚的に表示する

システム。 

 

（４） システム仕様項目の詳細と仕様書の記載例 

システムの設計・開発にあたって事業主体がシステム事業者に対して提示する調達

仕様書の記載内容、留意すべき事項と（３）で示した想定システム仕様に基づく具体的

な記載例を示す。 

 

ア サービスの目的とシステムの役割 

サービスの目的とシステムの役割では、地域の課題、構築しようとしているサービスの

目的、その中でシステムが果たす役割を簡潔に記載する。これにより、事業主体とシス

テム事業者の間で目的がずれることを防ぐ。システム構築において、目的の共有は重

要である。目的が共有できていないと、事業主体や利用者が重要と考えている機能の

開発が遅れる場合や、逆に不要な機能が付加されている場合があり、これらがスケジュ

ールの遅れと費用の増加の双方に影響を与える恐れがある。 

基本的には、要件定義フェーズの初期に整理されている事項の概要をまとめてもよ

い。 
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【記載例】 

本事業では、地域における都道府県、市区町村、関係機関、住民等の間で、災害

に関する情報・支援情報を迅速に共有し、作業を効率化し、被害の防止や低減を図

ることを目的とする。主に、防災関連情報を都道府県、市区町村、関係機関との間

でリアルタイム共有し、住民へ情報提供、国へ迅速に報告、GIS を用いて防災情報

を視覚的に表示するものである。 

 

イ 機能構成 

機能構成では、システムに必要な機能の概要、及び機能間の関係を表や図で示す。

機能を整理し、サブシステム間または機能間の関係を図示したものが機能構成図であ

り、各機能を一覧表に整理したものが機能一覧である。利用目的に応じてサブシステム、

機能、モジュール等にレベルを分け、分類整理することは、ものづくりにおける部品構

成と同等である。システム事業者の視点では、機能ごとの優先度を評価することができ

ないため、利用者からのニーズ視点で機能を整理することは、必要な機能と不要な機

能、各機能の優先度を明確にする点で重要である。 

一般的に防災情報共有システムは規模が大きくなることが多いので、まずは優先し

て構築するシステムの構成から検討する必要がある。 

防災情報共有システムの機能構成概念を図表 30 に示す。 

 
 

図表 30 防災情報共有システムにおける機能構成 

 

 

 

 

① 防災情報収集共有システムは、都道府県、市区町村、関係機関あるいは被災現場

から各種の防災情報を収集し、関係団体の間で情報を共有するシステムである。全

システムの中核であり、必須のシステムである。 

 

①-1 自治体等情報収集共有機能は、都道府県、市区町村、関係機関から各種の防災

情報を収集し、関係団体の間で情報を共有する機能である。情報共有にあたって

①防災情報収集共有システム 

①-１ 自治体等情報収集共有 

①-２ 関係機関システム連携 

①-３ 被災現場情報収集 

①-４ 一斉配信メール(職員) 

②災害情報広報システム 

災害情報広報 

③地図情報表示システム 

ＧＩＳ 
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必要となる、他のシステムとの連携機能も含まれる。ここでは、共有する防災情報

の項目や集計等の機能の絞り込みがポイントとなる。 

 

①-2 関係機関システム連携機能は、気象庁など他の関係機関が保有するシステムとの

連携を行う機能である。この機能は、将来的に拡張・追加が可能なように、柔軟

性・拡張性を持つことが望ましい。 

 

①-3 被災現場情報収集機能は、職員が携帯端末を用いて被災現場の情報を報告す

ることにより、防災情報を収集する機能である。住民からの報告も提唱されている

が、情報の錯綜や信頼性など解決すべき課題もある。 

 

①-4 一斉配信メール（職員）機能は、職員を対象に参集指示や職員の安否確認をする

ためのメールを一斉配信する機能である。 

 

②  災害情報広報システムは、L アラート・民間ポータルへの公開が主な機能であり、L

アラートと連携して放送事業者へ情報提供したり、民間ポータルに情報提供したり

する機能である。 

また、住民への一斉配信メール機能を有する場合もある。その場合は、用途や運

用形態を踏まえつつ、都道府県と市区町村のいずれが（どのシステムのどの機能を

使って）配信するか、関係機関間での調整が必要である。 

 

       （緊急速報メール等での配信について） 

住民への一斉配信メールとして、緊急速報メール・エリアメール（以下「緊急速報メ

ール等」という。）にて情報配信を行う場合は、Ｊアラート（消防庁）から配信される国民

保護に関する情報並びに気象庁から配信される緊急地震速報、大津波警報及び津

波警報については、国から直接配信されるため、重複配信に留意する必要がある。 

具体的には、国民保護に関する情報については、消防庁の通知 4に基づき、災害

情報広報システムから自動でメール配信する設定にしてはならない。なお、当該シス

テムに手動配信機能が備わっている場合は、国民保護に関する情報についても、事

後的に手動で避難勧告・避難指示等の情報を付加して伝達する等、有効に緊急速

報メール等配信機能を活用することが可能である。 

緊急地震速報については、緊急速報メール等サービス提供事業者の規約等によ

り、配信不可とされている。大津波警報及び津波警報については、緊急速報メール

等での配信は可能であるが、（事後的に）到達予想時刻や高さ等の情報を付加して

                                                   
4 「国民保護に関する情報の国からの緊急速報メール配信に伴う今後の Jアラートの運用につ

いて」（消防庁国民保護・防災部防災課国民保護室 平成 26年 3 月 28日事務連絡） 
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伝達することが望ましい（図表 31）。 

 

       図表 31 災害情報広報システムによる一斉配信メールの配信の可否 
情報の種類 一斉配信メールの種類 自動・手動 配信の可否 

国民保護情報 緊急速報メール等 自動 × 

手動 ○ 

登録制メール 自動 ○ 

手動 ○ 

緊急地震速報 緊急速報メール等 自動 × 

 手動 × 

登録制メール 自動 ○ 

 手動 ○ 

大津波警報・津波警

報 

緊急速報メール等 自動 × 

 手動 ○ 

登録制メール 自動 ○ 

 手動 ○ 

上記以外 緊急速報メール等 自動 ○ 

手動 ○ 

登録制メール 自動 ○ 

手動 ○ 

 

※登録制メールについて 

 登録制メールとは、自治体ウェブサイトにおいて、住民が配信を希望する災害情報

等の種類・地域を選択し、自身の携帯アドレス等の配信先を登録することで、自治体

からの災害情報等を受信することができるサービスである。 

 なお、緊急速報メール等との関係については、登録制メールが住民の能動的な事

前登録によって配信が行われるサービスであることに対して、緊急速報メール等は、

携帯電話において、初期設定で自動受信されるようになっている（一部の機種を除

く）。また、配信エリアについても、緊急速報メール等は、携帯基地局でのコントロー

ルにより、情報発信時点で指定された区域にいる住民等に一斉配信されるため、一

時的な来訪者に対しても、避難情報等を送ることができる。 

このように緊急速報メール等と登録制メールでは性質が異なっており、それぞれの

役割も異なることとなる。例えば、緊急速報メール等は、相対的には、強制的にメー

ル配信が行われる性質であることを踏まえ、災害の危機に直面する可能性のある住

民等に対し、至急・網羅的に情報伝達する手段としての役割を担い、登録制メール

については、登録者のニーズに沿ってメール配信が行われる性質であることを踏ま
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え、目的を持って情報を欲しがっている避難者等に対し、ニーズに応じたよりきめ細

やかな情報の伝達を行う手段としての役割を担うといった使い方が考えられる 5。 

 

       （市区町村における住民向け一斉配信メールの取扱いについて） 

一斉配信メールについては、都道府県と市区町村でいずれが配信するか等の調

整が必要であるが、都道府県と市区町村の双方で災害情報広報システムを構築して

いる場合、例えば、配信すべき情報の種類・内容及び配信可能な地区・区域に差異

がある場合は、協議の上、必要に応じて、双方のシステムからメールを配信する場合

もある。 

 

③ 地図情報表示システムは、防災情報を地図上に視覚的に表示するシステムである。防

災情報の正確な把握・理解に有用であり、現在多くの地域で活用が進んでいる。 

 
 

図表 32 防災情報共有システムにおける機能構成の選択 

システム 機能 
必須・ 

オプション 

①防災情報収集共有システム ◎ 

 ①-１ 自治体等情報収集共有 ◎ 

 ①-２ 関係機関システム連携 ○ 

 ①-３ 被災現場情報収集 △ 

 ①-４ 一斉配信メール(職員) ○ 

②災害情報広報システム △ 

 ②-１ L アラート・民間ポータルへの公開 △ 

③地図情報表示システム ○ 

◎：共通機能（必須） ○：オプション機能(条件により必須) △：オプション機能(任意) 

 

 

【記載例】 

① 機能構成図 

本システムは①県、市町村、関係機関あるいは被災現場から各種の防災情

報を収集し、関係団体の間で情報を共有する防災情報収集共有システム、②

防災情報収集共有システムからマスメディア等を通じて住民へ情報配信する災

害情報広報システム、③防災情報収集共有システムと連動し被害状況・道路状

                                                   
5 報知音についても、緊急速報メール等では、通常のメール受信音とは異なった警報音になっ

ている。 
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況を視覚的に表示する地図情報表示システムからから構成される。 

 

 

図表例 1 防災情報共有システムにおける機能構成  

 

 

 

  

①防災情報収集共有システム 

①-１ 自治体等情報収集共有 

①-２ 関係機関システム連携 

①-３ 被災現場情報収集 

①-４ 一斉配信メール(職員) 

②災害情報広報システム 

災害情報広報 

③地図情報表示システム 

ＧＩＳ 
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② 機能一覧 

本システムにおいて必須となる機能の一覧を図表例 2 に示す。 

 

 

図表例 2 機能一覧 

①-1 自治体等情報収集共有 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

市
町
村
・県
に
お
け
る
防
災
情
報
の
収
集
・共
有 

データ入力  登録・修正 

ユーザ(市町村、県及びライフライン事業者等の関係

機関）が災害業務に関する自身（規定の代行者含む）

の役割・権限に即し、各種データを登録・修正する。 

例えば、市町村/県の担当者が操作する対象情報の

主な項目は以下である。 

 本部設置 

 現場被害報告  

 被害即報(消防庁報告 様式 4-1) 

 被害総括情報(消防庁報告 様式 4-2)  

 支援要請 

 避難勧告 

 避難所 

 救護所 

メニュー選択、テキスト入力、一覧入力、ＣＳＶ入力等

多様な入力形式が可能であること が求められる。 

データ確認 データ確認  
ユーザ(市町村、県、関係機関）が、報告内容を確

認する。  

閲覧 

各種表示（一

覧・ソート・条件

検索・履歴等）、 

集計、出力 

ユーザ(市町村、県、関係機関）が、必要となる規定

の情報を閲覧する（例 県内市町村での避難勧告一

覧など）。 

各種の一覧表示、ソート、条件検索、履歴、その他

の様式による表示が可能であること（定められた報告

様式等での作成も可能であること）。 

県、市町村のいずれの用途に応じられるように２段

階（市町村毎でのとりまとめ、市内の区・支所単位での

とりまとめ）での集計機能を備えること。 

紙による掲示等も想定して印刷が可能であること。 

他システムとのデータの連携を想定してＣＳＶ等による

データ出力が可能であること。 

その他  その他 
利用者の操作性向上に資するメニュー操作の各種

機能を備える（マイメニューなど） 。 
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機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

連
携 

データ連携 

他団体連携デー

タ格納・送出 

他団体のシステムとの間で、データの受け渡しを行

う、またはそのためのインタフェースを備える。 

自団体内データ

連携  

本システム内および関連する他の庁内システムとの

間でデータの参照・登録を行う。 

（例 職員人事情報、住民基本台帳等） 

静的データ登録  
予め登録すべき静的なデータ（避難所情報、自治

体基礎情報等）を登録する。 

アプリケーション

連携 

アプリケーション

連携動作 

本システム内における各種アプリケーションの各種

連携動作（メール自動送信等の各種アプリケーション

の起動など）を行う。職員の操作による手動起動の他

に、他のサブシステムから受領したデータが既定条件

を満たした場合に自動的にアプリケーションを起動さ

せる（自動起動）ためのモジュールを備える。 

プラットフォーム

連携 

プラットフォーム

連携 

複数の連携するシステムとの間で、それぞれが置か

れたプラットフォームの役割・条件（カバーエリア等）に

合わせて、データ等の中継を行う 。 

管
理
者
機
能 

マスターデータ

管理  

マスターデータ管

理 

県、市町村の管理者が、必要なマスターデータ（避

難所など）や災害名の登録・確認を行う。 

ユーザ管理 ユーザ管理 

県、市町村の管理者が、所属団体・職位、ネット等

のシステム上の環境、費用負担等により定められる各

種権限ごとのユーザ登録・変更を行う。人事異動等時

など、一括登録を含む。 

その他 その他 お知らせ送信などの機能。  

そ
の
他 

アクセス制御・利

用者認証 

アクセス制御 
ユーザ区分ごとに利用者のアクセス可能な範囲を

設定する。 

利用者認証 利用者の認証を行う。 

訓練モード  訓練モード  

上記の各機能において、県・市町村・関係団体の利

用者・管理者が、操作の習熟等の訓練を行うためのモ

ードを備える。 
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①-２ 関係機関システム連携 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

気
象
庁 

連
携 

気象庁連携 

 

気象 SOAP 解析 
地方気象台からの SOAP 通信での SOAP 解析を行

う。 

気象 XML 受信・解析 気象 XML を受け、解析・格納する。 

気
象
情
報 

配
信 

関係機関ポッ

プアップ情報

配信 

関係機関ポップアップ情

報配信 

市町村など関係機関へポップアップによる一斉情報

配信を行う。 

内
部
連
携 

連携動作 
一斉メール配信システム

連携  

一斉メール配信と連携を行うため、データ送信を行

う。 

データ連携 

気象情報連携 
気象情報データに基づき、防災情報収集共有シス

テムに防災情報作成を要求する。 

マスタ情報取得 
防災情報システムの気象情報から各種マスタ情報を

取得する。 

GIS 連携  GIS 連携 GIS サーバとの連携を行う。 
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①-３ 被災現場情報収集 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

 

被
災
現
場
情
報
収
集 

起動・格納  

（システム 

連携） 

  

アプリケーション起動 
緊急速報メールと連動して、災害報告アプリケーション

（別表参照）を起動し、状況報告を行う。 

データ格納・送信  

災害報告アプリケーションで取得した防災情報（画像、

位置、防災情報データ）を「防災情報収集共有システ

ム」へ送信。 

防災情報 

収集機能  

アプリケーション 

報告機能 

別表の携帯電話アプリケーションで収集した①～③の

情報を報告する。 

① カメラ起動による画像データ及び取得時の日時

分秒  

② GPS/基地局測位により取得した位置データ  

③ 手入力ないし項目選択による災害情報データ  

近隣情報参照  

GPS による位置測位を行い、近隣の道路・ヘリポート・

避難所・救護所情報を、携帯電話外部記憶装置に格

納した情報に従い、近い順にソートして参照する。 

被災位置表示  

GPS による位置測位を行い、携帯電話外部記憶装置

に格納した情報に従い、現在地を地図情報上で表示

する。 

被災位置補正 GPS による測位誤差を手動で修正する。 

バックアップ 

通信圏外で情報を収集した場合に、データを保存し、

通信可能なエリアに入った時点で再送信する。または

サーバにつながった端末からデータを入力する。 
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 (別表）災害報告アプリケーション 

アプリケーション 内容 

災害情報報告  現場報告者が、写真と簡易コメントで災害情報を報告する。 

道路状況報告 現場報告者が、道路状況報告を行う。 

ヘリポート状況報告  現場報告者が、ヘリポート状況報告。 

避難状況報告 現場報告者が、避難状況報告を行う。 

救護所状況報告 現場報告者が、救護所状況報告を行う。 

 

 

①-４ 一斉メール配信（職員） 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

一
斉
メ
ー
ル
配
信 

一斉配信  

一斉メール配信 県職員の携帯電話への一斉メール配信を行う。 

テンプレート管理  配信メールのテンプレートを管理する。 

配信先管理  一斉送信の配信先を管理する。 

返信結果集計表示  返信結果を集計し、全体状況を画面に表示。 

人事異動データ  職員の人事異動に関するデータ取り込みを行う。 

気象情報連携  気象情報連携  
関係機関システム連携機能とのインタフェースを

備える。 

 

 

②災害情報広報システム 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

災
害
情
報
広
報 

マスコミ閲覧  

マスコミ閲覧  

防災情報収集共有システムから本部設置状況、

被害総括情報、避難所報告、避難勧告一覧を公

開する。 

広報資料作成・メール

送信 

ＰＤＦで広報資料を作成し、関係機関に利用者の

要求に応じて、ＦＡＸメール送信を行う。 

L アラート、民

間ポータルへ

の公開 

公開情報入力  
本部設置、被害総括、避難所、避難勧告・指示に

ついて公開情報の入力を行う。 

外部公開確定  
公開する情報について、内容の確定・公開の操作

を行う。  

Lアラート・マスコミ閲覧  
L アラートへの配信、マスコミ向け閲覧画面の表示

を行う。 
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③地図情報表示システム 

機能 

大区分 

機能 

小区分 
モジュール 内容 

防
災
情
報
表
示 

動的情報  

防災情報収集共有シ

ステム連携  

防災情報収集共有システムとの間で、動的な（時間

に応じて変化する）情報のデータ連携を行う。 

動的情報配置 
GIS 上で、動的な情報を配置。要請状況等でアイコン

の表示色を変える。 

属性表示  
アイコンクリックで、属性（住所などの諸々データ）を

表示する。 

静的情報 

データ格納・ 

マスターデータ連携  

静的（時間による変化がない）データをＫＭＬ形式で

格納する。防災情報収集共有システムで管理されて

いるマスターデータと連携する。 

属性表示  属性（住所などの諸々データ）を表示する。 

そ
の
他 

簡易入力  簡易入力  
GIS 上でマウス操作による手書き等の簡単な動作で、

情報を記入する。 

県民公開  県民公開  
県民公開用のＷｅｂページで、各種防災情報をマップ

上に表示する。 
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ウ 業務フロー 

業務フローは、事業の目的を達成するために必要な既存業務及び新規業務につい

て、実行主体ごとに順序立てて整理した図であり、業システム事業者だけでなく、事業

参加主体の役割分担や情報の受け渡しのタイミングについて認識を共有するためにも

重要である。システム事業者にとっては、業務全体の中でシステムがどの業務にいつ

関与し、誰が利用するのか、そのときに受け渡される情報は何かを理解するために必

要となる。仕様書における業務フローは必ずしも細分化されていなくてもよいが、実行

主体や業務ステップに漏れがあると、そこで業務が止まってしまう場合や、膨大な手作

業が発生する場合もある。 

作成順序としては、機能一覧や機能構成図に先立って作成される場合が多い。なぜ

なら、業務フローを通じて、人とシステムの役割分担、人同士の役割分担が明示される

からである。 

防災関連業務においては、あらかじめ、関係する各機関の間で、入力等を必要とす

る情報の基準・粒度を整理するとともに、各機関の責任・権限、情報伝達ルート、様式、

伝達手段を整理の上、定義しておく必要がある。 

業務フローの作成にあたっては、業務分析等の研修の受講や、関連書籍の参照を

通じて、スキルを身につけた人材による作成が望ましい。要件定義フェーズの中で、業

務コンサルタントや IT コンサルタントに委託する場合もある。 
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【記載例】 

物資支援要請の状況管理のフローを図表例 3 に示す。 

市町村が支援要請を登録すると、システムを通じて、他の市町村や県の担当者

が閲覧でき、地域の他自治体もその情報を閲覧できる。県の担当者は、これらの各

自治体の状況を把握し、関係機関と調整を行い、市町村に回答する。 

 

 

図表例 3 支援要請(物資)の業務フロー 
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エ システム構成 

（ア） システム関連図 
システム関連図は、システムの設計単位及び設計単位間の連携方法についての

方針を示す図である。 

システム関連図の作成にあたっては、システム設計等の研修の受講や、関連書籍

の参照を通じて、スキルを身につけた人材による作成が望ましい。要件定義フェーズ

の中で、IT コンサルタントに委託する場合もある。 

 

【記載例】 

システム関連図を図表例 4 に示す。中核となるシステムをクラウド環境で構築す

る。緊急速報メール連携は、通信事業者のシステムを活用する。それぞれの役割、

特性に応じて複数のクラウド事業者の環境を組み合わせ、各社のクラウド等のプラ

ットフォーム間を中継する役割を担う中継サーバを利用する。 

 

 

図表例 4 システム関連図 

 注）図の理解のため、単純化して表示(一部略) 

 

 

 

GIS
ﾃﾞｰﾀﾍﾞー ｽ メール転送アプリ

(Java)

災害状況等

報告アプリ

Mail

クラウド基盤Ｂ

防災情報共有データベース
【災害情報】

被害、道路、ヘリポート、避難所、
救護所、本部設置・庁舎周辺被害、
支援要請、避難勧告、非難指示 等

【気象情報】
気象XML情報、県発信情報、
ポップアップ受領確認 等

ｴﾘｱﾒｰﾙ

広報資料作成
自動FAX送信

広報資料

データベース

気象庁防災情報
受信

エリアメール
発信

【災害情報系】

GIS連携

【気象情報系】

気象連携

データベース

一斉配信メール
連携

配信先連携

ポップアップ
情報配信

クラウド中継サーバ自治体庁内

クラウド基盤Ａ PaaS

災害情報初期化

ＩａaS

ＧＩＳ連携

広報連携
外部機関連携

災害情収集
開始指示
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（イ） ネットワーク構成 
ネットワーク構成図は、システムとして実装される機器の物理的又は論理的な接続

関係を明確化した図である。システム事業者は、ネットワーク構成図に基づいて必要

な回線やネットワーク機器の選定、必要数の見積を行う。 

ネットワーク構成図の作成にあたっては、システム設計等のスキルを身につけた人

材による作成が望ましい。要件定義フェーズの中で、IT コンサルタントに委託する場

合もある。 

特に、防災分野の ICT システムでは、災害時における耐久性を考慮する必要があ

り、災害時のネットワーク障害を、できる限り回避する構成とする必要がある。 

 

【記載例】 

ネットワーク構成図を図表例 5 に示す。インターネット、ＩＰ-ＶＰＮを通じてクラウド

環境を構築する。複数系統のネットワーク（インターネット、ＶＰＮ）から接続可能とし

て冗長化を図り、ネットワーク障害をできる限り回避することを意図している。 

 

 

図表例 5 ネットワーク構成図 

 

関係機関

地方
気象台

気象台
サーバ

気象台
ルータ

県ルータ

クラウドＢ
（防災情報システム）)

連携サーバ等

クラウドＡ
（GIS） グローバルIP-VPN

パラボラ
アンテナ ルータ

VPN
ルータ

ルータ

無線LAN衛星携帯
電話

ビジネス
イーサ

（３M帯域）

L2スイッチ

ファイア
ウォール

県庁（防災業務LAN）

ルータ

L2スイッチ

総合庁舎１

ルータ

L2スイッチ

総合庁舎２

ルータ

L2スイッチ

総合庁舎３

ルータ

L2スイッチ

総合庁舎４

ビジネスイーサ１M

県庁（他ネットワーク）
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（ウ） ソフトウェア構成 
ソフトウェア構成図またはソフトウェア一覧は、システムを構成する機器に実装され

るソフトウェアの構成を明確化した図である。システム事業者は、ソフトウェア構成図

やソフトウェア一覧で示された要件を満たすソフトウェアを選定し、実装する。 

作成にあたっては、システム設計等の研修の受講や、関連書籍の参照を通じて、

スキルを身につけた人材による作成が望ましい。要件定義フェーズの中で、ITコンサ

ルタントに委託する場合もある。 

ソフトウェアの要件を記載する場合には、特定企業の特定製品に依存せず、国際

標準に対して準拠または互換性を有することや、オープンソースであることなどを記

載することが望ましい。OS やデータベース管理システム等において特定製品を指定

する場合は、既存システムとの関係や利用者の教育など、理由を明確に記述するこ

とが望ましい。 

 

【記載例】 

主要部のソフトウェア構成図を図表例 6～図表例 10 に示す。将来の他システムと

の連携も想定し、ＡＰＩ6等の汎用的な手法を用いる。また、中核部他の主要な部分を

PaaＳ,IaaＳ7等のクラウド基盤上に配する。 

 
  

                                                   
6 API(Application Programming Interface):アプリケーションの開発者が、他のハードウェアや

ソフトウェアの提供している機能を利用するためのプログラム上の手続きを定めた規約の集合

を指す。個々の開発者は規約に従ってその機能を「呼び出す」だけで、自分でプログラミング

することなくその機能を利用したアプリケーションを作成することができる。 
7 それぞれ、クラウドコンピューティング・サービスにおける分類。ＰａａＳ（Platform as a 

Service）は、アプリケーションを稼働させるための基盤（プラットフォーム）をサービスとして提供

する。IaaS（Infrastructure as a Service）はサーバ、CPU、ストレージなどのインフラをサービスと

して提供する。 
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図表例 6 ソフトウェア構成図（１） 中核部 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表例 7 ソフトウェア構成図（２） GIS 部 

 

●●●Earth Builder ●●●Apps

IaaSクラウド基盤

アプリケーションサーバ×３
データベースサーバ×１

災害別防災情報表示
防災情報の簡易修正
地図上での簡易手書き入力
緊急輸送路通行可否管理
気象情報表示
座標による地図移動
KMLファイルアップロード
緊急時画像追加
ほか

Ruby on rails

データベース検索
・防災情報
・第三次被害想定
・ハザードマップ等

GIS
データベース

Apache HTTP Server

Fedora / Amazon Linux

ロードバランサ

防災情報
GIS連携

気象情報
GIS連携

画像
参照

CSV CSV

SFTP要求

※ infrastructure  as a service

※ Platform as a service 

 

 

Paas ※クラウド基盤 

状況モニター 
本部設置（庁舎周辺被害状況） 
現場被害報告 
被害速報（消防庁指定４号様式その１） 
被害総括情報（消防庁指定４号様式その２） 
支援要請 
避難勧告・避難指示 

避難所、救護所、ヘリポート 
道路状況、ライフライン 
一斉配信管理 
防災気象情報等 
各種システム連携 
 
ほか 

【災害情報オブジェクト】 
被害、道路、ヘリポート、避難所、救護所、 
本部設置・庁舎周辺被害、支援要請、 
避難勧告、避難指示 等 

【気象情報オブジェクト】 
気象ＸＭＬ情報、県発信情報、 
ポップアップ受領確認 等 

 

緊急速報メール 
送信指示 

Web Service 
API 

Web Service 
API 

Outbound 
Message 

Web Service 
API 

Inbound 
Message 

防災情報共有データベース 

ワークフロー 
災害情報 
作成条件 

ワークフロー 
緊急速報メール 

送信条件 
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図表例 8 ソフトウェア構成図（３）連携サーバ部 

 

 

 

 
図表例 9 ソフトウェア構成図（４）緊急速報メール部 

 

 

  

●●● App Engine

メール転送アプリ
（Java）

Mail

災害状況等報告アプリ
（携帯アプリ）

緊急速報メール

緊急速報メール
API CallOut

一斉メール
配信システム

 

防災情報連携サーバ 

※ infrastructure as a service 

Laas ※クラウド基盤 

CSV 
SFTP GIS 連携 

（Java） 
要求受信 

Java/Webservice） 
要求受信 

Java/Webservice） 

起動 起動 画像 
フォルダ 

災害情報イニシャライズ（Java） 緊急速報メール連携（Java） 

CentOS(64bit) 

GIS から HTTP 参照用 

ApacheHTTP Server Tomcat 

 

気象情報連携サーバ 

CSV 
SFTP 

GIS 連携 
（Java） 

気象 XML 受信 
（Java Servlet） 

気象情報連携 
（Java） 

緊急速報メール連携（Java） 

CentOS(64bit) ApacheHTTP Server Tomcat 

受領確認 
お知らせ連携 

（Java） 

マスタ情報取得 
（Java） 

一斉配信メール連携（Java） 

二次配信先連携（Java） 

ポップアップ情報配信 
（Java Servlet） 

Postfix 

気象連携データ 
PostgreSQL 気象 XML 解析 

（Java） 

  Ｍａｉｌ 
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図表例 10 ソフトウェア構成図（５）広報/気象サーバ部 

 

 

 

  

 

広報／気象サーバ 

 中核（防災情報）部 

FAX 回線（消防庁用） 

FAX 出力 

（連携サーバ） 

消防庁 FAX 送信 
（C#） 

共有 
フォルダ 

Tomcat 
DNS 

広報システム 
（C#） 

 Postgre 
SQL 

SOAP 解析 
（Java Servlet） 

HTTP 
（POST） 

関係機関 広報資料（PDF） 

FAX 送信 

ﾒｰﾙ送信 

気象庁 

地方気象台 
ビジネスイーサ１M 

SOAP 通信 

気象庁防災情報 XML 
IIS 

SMTP FAX 

WindowsServer2012 
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（エ） ハードウェア構成 
ハードウェア構成図またはハードウェア一覧は、システムを構成するサーバ、クライ

アント等の機器の CPU、メモリ、ハードディスク等の機能構成を明確化した図または

表である。システム事業者は、ハードウェア構成図やハードウェア一覧で示された要

件を満たすハードウェアを選定し、実装する。 

作成にあたっては、システム設計等の研修の受講や、関連書籍の参照を通じて、

スキルを身につけた人材による作成が望ましい。要件定義フェーズの中で、ITコンサ

ルタントに委託する場合もある。 

ハードウェアの要件を記載する場合には、特定企業の特定製品に依存せず、国

際標準に対して準拠または互換性を有することなどを記載することが望ましい。特定

製品を指定する場合は、既存機器との一体的なメンテナンスや、操作性や機能面で

の突出した特徴など、理由を明確に記述することが望ましい。 

防災分野の ICT システムは、実災害時にはアクセスが集中するなど既存のハード

では処理できない大きな負荷を受けることが想定され、これに対応した冗長性を確保

することがポイントとなる。また、クライアント側は、逼迫した状況で当初の想定端末と

は違う代替的な端末からの利用が想定されるため、一般的に普及している機器で速

やかに利用できることが望ましい。 

 

【記載例】 

本システムは、実災害時にはアクセスが集中するなど既存のハードでは処理でき

ない大きな負荷を受けることが想定され、これに対応した冗長性を確保することがク

ラウド環境を採用する目的の一つである。（一部の可能なものについては、非クラウ

ド利用時同等のスペックを記載したが、あくまで参考である。） 

システム利用端末は、一般的な機器での利用を想定する。 
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図表例 11 ハードウェア構成一覧 

ハードウェア 性能・仕様（参考）8 目的・仕様場所 

防災情報共有 

プラットフォーム 

商用クラウド事業者のプラットフォーム上にデータベース・

アプリケーションを構築。 

防災情報を共有するための中

枢となるデータベース・アプリ

ケーション 

GIS アプリケーシ

ョンサーバ 

（３台） 

商用クラウド事業者のプラットフォームを利用。 

【参考スペック 以下とほぼ同等能力】 

ＣＰＵ：インテル Xeon E5-2430 2.20GHz 以上の処理能

力、メモリ 8Ｇ、ＨＤＤ SAS 300GB×3 以上  

ＫＭＬ（アプリケーション・プロ

グラムにおける三次元地理空

間情報の表示を管理する

XML ベースのマークアップ言

語）を配信し表示クライアント

上での編集処理サービスを提

供するサーバ 

GISデータベース

サーバ 

商用クラウド事業者のプラットフォームを利用。 

【参考スペック 以下とほぼ同等能力】 

ＣＰＵ：インテル Xeon E5-2430 2.20GHz 以上の処理能

力、メモリ 8Ｇ、ＨＤＤSAS 300GB×3 以上 

静的な情報、動的な情報を格

納するデータベースサーバ 

防災情報連携 

サーバ 

商用クラウド事業者のプラットフォームを利用。 

ＣＰＵ：１以上、メモリ 8Ｇ、ＨＤＤ従量性  

防災情報を GIS と連携するサ

ーバ 

気象情報連携 

サーバ 

商用クラウド事業者のプラットフォームを利用。 

ＣＰＵ：２以上、メモリ 8Ｇ、ＨＤＤ従量性  

気象情報を GIS と連携するサ

ーバ 

気象・広報 

サーバ 

ＣＰＵ：インテル Xeon E5-2430 2.20GHz 以上の処理能

力、メモリ 8Ｇ、ＨＤＤ SAS 300GB×3 以上 

ＯＳ ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ2008 ｘ64 Ｒ２ ＳＥ 同等の能

力、ＤＶＤ-ＲＯＭドライブ、マウス、日本語キーボード・タッ

チポインタ等の総祭機能、ラックマウント式レース付属 

気象情報広報システムのデー

タベース格納。メール送信、Ｆ

ＡＸ送信の処理サーバ。 

設置場所：県庁 

システム 

利用端末 

①GIS 非利用時 

インターネットに接続可能な端末であること（ＯＳ等は問わ

ない） 

②GIS 利用時 

ＣＰＵ：Intel® Core™ i5-680（3.6ＧＨｚ以上）、メモリ 3Ｇ以

上、ＨＤＤ160Ｇ以上 

防災情報システムでの情報入

出力と GIS での情報確認を行

う端末。 

設置場所：県庁・関係機関 

携帯電話 携帯電話の緊急速報メール連携アプリケーションが利用

可能な端末。 

緊急速報メール連携による携

帯電話アプリケーションによる

                                                   
8 記載例で示しているハードウェアの性能については、平成 25年度事業実施時の仕様書を参

考としており、さらに高性能な機器で構成することが望ましい場合がある。 



58 

ハードウェア 性能・仕様（参考）8 目的・仕様場所 

状況報告を行う端末。 

使用場所：被害情報収集場所 

 
（オ） 画面一覧等 

画面一覧、帳票一覧、ファイル一覧等は、最終の開発成果物を文書の形で示す

一連の文書の一つであり、システム構築・導入フェーズで作成されることが多い。画

面一覧、帳票一覧、ファイル一覧等、システムの特性に応じた項目について記載さ

れる。 

ただし、これらはシステム特性、成果物要件の優先順位の考え方等により、システ

ム構築・導入フェーズでも作成されない場合がある。 

また仕様書策定・調達フェーズで発注者が提示した仕様書に対して、システム事

業者が提出する提案書に記載される場合もある。 

これが利用可能な場合、システムの規模・複雑さ等をイメージできるため、仕様書

策定・調達フェーズでのシステム事業者による費用見積もりに役立つ。また発注者側

の費用検証にも有用な資料となる。 

対象システムにおける、オブジェクト 9構成を示す。本システムのオブジェクト構成

の全体は多数の項目からなるため、一部を抽出して示す。 

 

【記載例】 

オブジェクト構成を図表例 12 に示す。 

  

                                                   
9 ユーザの操作対象として列挙されたアイテム(指定されたフォルダに含まれるファイルなど)の

ことを指す。 
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図表例 12 オブジェクト構成一覧 

Ｎｏ Ｌａｂｅｌ 

1 ＣＳＶ被害登録 

2 ＣＳＶ被害登録詳細 

3 GIS01 進出拠点マスタ 

4 GIS02 ボランティア活動拠点（市町）マスタ 

5 GIS03 ボランティア活動拠点（本部）マスタ 

6 GIS04 自衛隊活動拠点マスタ 

7 GIS05 警察活動拠点マスタ 

8 GIS06 緊消隊集結場所活動拠点マスタ 

9 GIS07 広域物資拠点マスタ 

10 GIS08 医療搬送拠点マスタ 

・・・ ・・・・ 

30 GIS Ｃ ヘリポートマスタ 

31 GIS バルーン入力管理 

32 ＶＦ用 

33 Ｗｅｂユーザ 

34 お知らせ 

35 緊急速報メールユーザマスタ 

36 緊急速報メール配信 

37 緊急速報メール配信エリア 

・・・ ・・・・ 

118 道路状況報告 

119 避難勧告・指示 

120 避難勧告・指示履歴 

121 避難勧告連携 

122 避難所マスタ 

123 避難所報告 

124 避難所履歴 

125 避難所詳細マスタ 

126 避難所集計 

127 避難所集計確定報 
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オ 外部システムとの連携 

（ア） インタフェース仕様 
インタフェース仕様は、当該事業で開発するシステムと既存システムとの接続につ

いて、必要なインタフェースの数と複雑さなどを示すものである。システム事業者は、

既存システムとのインタフェースを既存技術で構築するか、新規に自主開発するか、

あるいは既存システム開発事業者に開発委託するかを検討する。 

インタフェース仕様の作成にあたっては、システム設計等の研修の受講や、関連

書籍の参照を通じて、スキルを身につけた人材による作成が望ましい。要件定義フェ

ーズの中で、IT コンサルタントに委託する場合もある。 

インタフェース仕様を記載する場合には、接続する既存システムごとに、送受信の

区分、送受信データ項目、データサイズ、送受信件数、送受信方式、タイミング等に

ついて、できるだけ具体的に記載することが望ましい。接続する既存システムについ

ても、可能な範囲でハードウェア製品名やソフトウェア製品名、開発・運用事業者等

についての情報も開示し、システム事業者が具体的な対策を提案できるようにするこ

とが望ましい。 

ただし、要件定義フェーズでインタフェース仕様を詳細に具体化できるとは限らな

いので、システム構築事業者を選定後、インタフェース調査に一定の期間と費用を

投じる方が現実的な場合もある。 

 

【記載例】 

詳細なインタフェース仕様についてはシステム構築・導入フェーズで具体化するこ

とを想定している。準拠すべき標準規格として主なものは以下を想定する。 

・ 気象庁防災情報 XML フォーマット 

・ L アラートにおける各種規格類 

・ 指定の商用 GIS・地図ソフト・エンジン 

・ 内閣府、消防庁への報告事項（災害対策基本法） 

・ 防災業務アプリケーションユニット標準仕様（ＡＰＰＬＩＣ） 
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（イ） 外部サービスの適用可能性 
外部サービスの適用可能性では、これまでに示したシステム要件のうち、既存シス

テムの活用やソフトウェアパッケージの活用、ASP/SaaS/クラウドによる外部サービス

の活用等により、構築期間、費用、保守負荷、最新版へのアップデート、セキュリティ

等の面でメリットがある場合には、積極的にこれらを比較検討し、導入することを示

す。 

防災分野の ICT システムは、実災害時のシステムダウン・データの消失を避けるな

どの耐災性の観点から、また発生時のアクセス集中に対応した冗長性の観点からも、

外部サービス利用の検討が重要となる。 

外部サービスの適用可能性の記述にあたっては、メリットとデメリットを比較すること

が望ましい。要件定義フェーズの中で、IT コンサルタントに委託する場合もある。 

外部サービスを積極的に活用する意向であることを示し、具体的な提案をシステ

ム事業者に求めるのも 1つの方法であり、以下は中核となるシステムをクラウド環境で

構築することを求めた例である。 

 

【記載例】 

システムの中枢部分は、被災想定地の外部に設置し、外部のネットワーク経由で

利用するクラウドサービスを利用する。既設および新規分を含めて、クラウド環境下

で構築する。 

これにより、災害の影響を受けにくい構成を構築すること、収集情報等の追加等

の修正や次期以降の改修による、費用・期間の削減を目指す。 
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カ 技術仕様・データ仕様 

技術仕様・データ仕様は、当該事業で遵守すべき技術標準やデータ標準について

記載する。システム事業者は、仕様に従い、システム事業者自身が創意工夫すべき部

分と、標準に従うべき部分とを峻別する。 

防災分野においては、気象庁情報に関しては気象庁防災情報 XML フォーマットが、

また報道機関に対する公表データに関しては、L アラートにおける各種仕様がある。東

日本大震災においては「東北地方太平洋沖地震等に係る情報提供のファイル形式に

ついて」、（総務省）をはじめとする文書 10が出され、情報はＰＤＦのみならずＨＴＭＬ形

式で公開することや公開ＡＰＩ（Application Program Interface）を利用すること等の周知

が図られており参照すべきである。また、GIS に関しても、既設のシステム資産を活用す

る等の理由で、商用で一般的に普及している商品を利用する場合などはその旨記載

する。 

 

【記載例】 

以下のガイドライン等に定められた技術仕様に準拠すること。 

・ 気象庁防災情報 XML フォーマット 

・ L アラートにおける各種仕様 

・ 指定の商用 GIS・地図ソフト・エンジン 

  

                                                   
10「国民へ発信する重要情報のファイル形式について」（３月１８日付け：財団法人地方自治情報セン

ターより自治体）、「震災関連情報の提供に係る協力依頼」（３月２２日付け：内閣広報官より各府省）、

「東北地方太平洋沖地震等に係る情報提供のファイル形式について」（３月２９日総務省より各府省）、

「東北地方太平洋沖地震に係る情報発信のデータ形式について」（３月３０日経済産業省より各府省） 
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キ システム非機能要件 

（ア） 規模・運用要件 
規模・運用要件では、データ量や端末機器数、設置場所、利用者数 (アカウント

数、ID 数)、運用時間等を示す。システム事業者は、規模・運用要件に基づいて、必

要な処理能力やバックアップ体制等を設計する。逼迫した災害時においては、災害

による障害、システムへのアクセスが集中による負荷の爆発的な増大が予想されるた

め、通常時の他にあらかじめ災害時の利用規模等を想定しておく必要がある。 

 

【記載例】 

システムの利用ができない状況が発生してはならない想定とする。 

通常時 800 名の利用を想定する。 

災害発生時は通常時の 10 倍の 8000 名の利用を想定する。 

 

（イ） 信頼性要件 
信頼性要件では、システムが所与の条件下で規定の期間中に要求された機能を

果たすための要件として、故障率、故障回避策、故障した場合の修復等について示

す。システム事業者は、信頼性要件に基づいて、必要なバックアップ体制や冗長構

成等を設計する。 

 

【記載例】 

○ バックアップ構成 

・ 被災想定地域の外に、メイン及びサブセンターを有するクラウドサービスを利

用する。 

・ メインセンターの被災時には、データ・システムがバックアップされているサブ

センターに速やかに切り換えられること。 

・ データセンター内でシステム管理者による人的な操作なしに、システム・デー

タがバックアップされること。 

 

○ 冗長構成 

・ システム中枢部分については、被災想定地域の外に、メイン及びサブセンタ

ーを有するクラウドサービスを利用する。サーバ障害によりシステム・データの

消失・破壊のリスクを低減すること。 

・ ネットワーク障害を回避するために、複数系統のネットワーク（インターネット、

ＶＰＮ）から接続可能とし冗長化を図る。 

・ 中枢部以外の部分については、ハードディスクの RAID 構成等を図り、データ

消失・破壊のリスクを低減すること。 
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（ウ） 性能要件 
性能要件では、システムの処理性能について、応答時間、ターンアラウンドタイム、

スループット等の要件を示す。システム事業者は、性能要件に基づいて、ハードウェ

アやネットワークに必要な処理能力等を設計する。 

防災分野の ICTシステムでは、逼迫した環境で利用するため、応答の遅れが利用

の阻害や誤操作を引き起こす可能性もある。一方で、非常時における負荷集中が想

定されるため、過度の処理能力の要求は費用増の要因ともなりうる。現実的な要件を

検討すべきである。要件定義フェーズの中で、IT コンサルタントに委託する場合もあ

る。 

 

【記載例】 

一般的な使用の端末・回線からの利用であれば、インターネットで一般的なＷｅｂ

サイトを閲覧するのと同程度の快適な処理速度でシステム利用が可能であること。

通常のシステム利用者から、集中的な利用があった場合も、サーバ負荷が原因で

操作処理速度の低下を招かないこと。 

緊急体制によりシステム利用者が大幅に増加した場合でも、対応可能なキャパシ

ティーを有すること。 

 

 

（エ） ユーザビリティ要件 
ユーザビリティ要件では、利用者がシステムを利用する際の有効性、効率性、満

足度等を示す。すなわち、多忙な利用者が短時間の簡単な操作で正確かつ完全な

出力結果を得られることと言える。システム事業者は、ユーザビリティ要件に基づいて、

ユーザインタフェース等を設計する。 

防災分野の ICT システムでは、災害発生時といった通常とは異なる逼迫した環境

での利用、システムに不慣れな人（場合によっては本来の訓練を受けた担当者以外

の人間）が操作者となる場合も想定される。また、本来の救援業務に忙殺された環境

で操作することや、逼迫した被害現場での利用が想定されるため、操作方法や手

順・入力すべきデータがわかるような簡単な方法が望まれる。 

 

【記載例】 

本システムは、災害といった逼迫した環境時にシステムに不慣れな人が操作者と

なる場合が多く、本来の救援業務に忙殺された環境で操作することも想定される。

直観的に操作方法や次の手順・入力すべきデータがわかるような簡単な方法であ

ること。 

携帯電話アプリケーションでは、被害現場での利用を想定するため、簡易かつ効
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率的に処理ができるように配慮した画面の構成、遷移、入出力操作方法であるこ

と。 

 

（オ） セキュリティ要件 
セキュリティ要件では、システムに保管される情報の機密性、完全性、可用性を維

持するための要件として、アクセス制御、改ざんや破壊の防止等について示す。防

災分野の ICT システムでは、人的な被害に関する情報、システム利用者の情報など

の個人情報や各種の機密情報の取り扱いが想定される。システム事業者は、セキュ

リティ要件に基づいて、必要な認証方式やアクセス監視、アカウント管理、ウイルス対

策、暗号化等を設計する。 

 

【記載例】 

本事業では、人的な被害に関する情報、システム利用者の情報などの個人情報

や各種の機密情報の取り扱いが想定される。 

情報漏洩のリスクから保護するために本システムの中枢部分のデータセンターの

セキィリティーに関して、以下の要件を備えること。 

 

 

図表例 13 セキュリティ要件 

要素 要件 

アプリケーション  データアクセスの権限規定が可能であること 

 通信データはすべてＳＳＬにより暗号化 

 ユーザのアクセスログを採取 

施設・設備  内外からの不正な接続・侵入、情報の漏洩、改ざん、消去、破壊、

不正利用を防止するための対策を講じること 

 物理的に多重化された形態でバックアップを行うこと 

ネットワーク  侵入検知装置、ファイアーウォール・負荷分散機器を利用し、24 時

間 365 日体制で運用・監視すること 

監査 以下の第三者機関によるセキュリティ認証を受けていること 

 ＩＳＯ27001/ＩＳＭＳ 

 ＡＳＰ・ＳａａＳ安全・信頼性に係る情報開示認定/一般財団法人マ

ルチメディア振興センター 
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（カ） 開発要件 
開発要件では、システムを開発する上での方針、手法、環境等について示す。シ

ステム事業者は、開発要件に基づいて、開発スケジュールの設計、文書管理ルール

の策定、開発体制の構築等を行う。 

システム技術者として一般的な開発方法について詳細を記述する必要はない。発

注者として、開発プロセス管理において重視する観点や、開発環境について示す。 

開発環境として、作業場所、開発用ハードウェア、開発用ソフトウェア等に関して、

発注者と受託者のいずれが準備するかについては明記すべきである。 

 

【記載例】 

開発するシステムは、他システムとの連携を考慮し、オープン化（特定業者による

技術に偏向してないもの）されたＡＰＩ等の汎用的な手法や製品・ソフトウェア等を用

い、機能拡張性及び保守性の高いシステムとする。 

簡易操作によるデータベースの拡張機能、機能追加の柔軟性を考慮し、クラウド

コンピューティング型アプリケーション基盤を採用する。 

最重要機能を早期に開発したスモールスタートで、関係組織が利用可能な環境

を構築し、試行錯誤課程により適合性を高めていく考え方で開発を進めていく。 

設計・開発の作業に必要な設備（サーバ、クライアント PC、各種端末、ネットワー

ク構成、開発用ソフトウェア等）は、受託者が準備（購入、開発等）する。開発環境は、

受託者が開発作業を行う環境とし、受託者の事業所等に構築、維持管理する。シス

テム中枢部におけるクラウドコンピューティング型アプリケーション基盤のライセンス

は開発者用に供給する。 

本番環境は、委託者が指定する場所に構築し、開発期間中は、受託者の負担に

て維持管理する。 
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（キ） 成果物要件 
成果物要件では、システム開発の各工程で作成される計画書や設計書、マニュア

ル等の文書について、成果物として納品を求めるものを示す。システム事業者は、成

果物要件に基づいて文書を作成・更新し、納品する。 

システム開発の委託業務において、開発されたシステムそのものは当然成果物と

して納品されるが、設計書やマニュアル等の文書は、発注者が指定しない限り納品

されない場合もある。このため、開発終了後に参照すべき文書は、予め成果物として

納品を求める必要がある。一方、開発工程で作成された全ての文書は膨大な量にの

ぼることも多く、それらの文書の整合性や最新状態への更新作業にかかる負荷も高

い。あまりに多くの文書を要求すると、文書作成のために工程が遅れてしまう場合や、

文書管理工数を含めた開発費用が高額となる場合もある。また、発注者側も、あまり

に膨大な文書の全てに目を通して理解することや、それらを保管するための空間的・

人的負荷もあることを念頭に置く必要がある。 

 

【記載例】 

本システムの設計・開発は、スパイラル方式に近い開発となるため、開発成果物

を優先し、文書による成果物は、運用・保守に必要な最低限のものとする。 
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図表例 14 成果物要件 

工程 成果物 成果物の構成内容 

開発協議 

（基本計画） 
業務実施計画書 

 業務概要の定義 

 計画工程表 

 開発体制表 

 緊急連絡体制表 

 会議体の定義 

 関係書式一覧 

 議事録 

 質問・確認票 

 課題管理表 

 指示・承諾・協議・提出・報告書 

 成果物ドキュメント一覧 

要件定義 要件定義書 

  システム要件策定の基本認識 

  システム構成 

  機能要件（各システム） 

  非機能要件 

設計・開発 

システム設計書 

 システム概要図 

 機能仕様 

 システム間連携仕様 

 データベース設計書 

ソースプログラム  ソースプログラム 

商用ソフトウェア  商用ソフトウェア 

結合・総合テスト 課題管理表  課題管理表 

システム環境 

構築 
運用引継資料 

 ネットワーク図 

 ネットワーク機器・機番リスト 

 IP アドレス一覧 

 ネットワーク機器設定内容 

 ネットワーク設定作業記録 

システム稼動前 操作研修用資料  操作研修用資料（各システム） 
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（ク） テスト要件 
テスト要件では、テスト工程での要求水準を示す。システム事業者は、テスト要件

に基づいてテスト計画を策定し、テストシナリオやテストデータ、テスト環境を準備す

る。 

システム開発において、一定程度のバグは発生しうる。テストを行うことにより、これ

らのバグをサービス開始前に発見し、修正することができる。 

要件定義フェーズの中で、IT コンサルタントに委託する場合もある。要件定義フェ

ーズでテストの要求水準を具体化できない場合もあるので、テスト計画についての提

案をシステム事業者に求めることや、システム構築事業者を選定後、テスト計画策定

に一定の期間と費用を投じることが現実的な場合もある。 

一方、テスト環境として、作業場所、テスト用ハードウェア、テスト用ソフトウェア、テ

ストデータ等に関して、発注者と受託者のいずれが準備するかについては明記すべ

きである。 

 

【記載例】 

設計・開発体制において、設計・プロトタイプ作成後に、作業部会等による検証を

実施し、結果を開発にフィードバックする手法を採用する。その後、完成度を高める

手法をとる。 

単体テストは、個別の機能・システムについて上記を行い、機能間・システム間の

連携確認を行う工程を、結合・総合テストと規定する。 

各テストを実施するに当たっては、テスト実施体制と役割、作業及びスケジュール、

テスト環境、テスト方法、テストデータ等についての検討を実施した上でテストを実施

し、問題点については課題管理表にて残件管理を実施する。 

 

○ テスト方法 

受託者は、本業務の実施計画に基づいて、単体テスト、結合・総合テストを

主体的に実施すること。単体テストにおいては、受託者での実施のほか、プロ

トタイプ時点から委託者やワーキンググループによる複数人数での操作検証

により、早期の不具合抽出と解決により、品質確保を図る。 

また、本システムで採用したアプリケーション基盤では、本番環境に適用す

る際にテストコードによるテスト実行が必須である。その結果、ソースコードの

カバレッジ基準をクリアする必要があるため、必然的に低品質のソースは排

除される。 

結合・総合テストは、実際の業務環境と同じ状態にて実施すること。また、

委託者及び運用管理者に対して、運用業務の引継ぎを行うこと。運用管理者

が確実に業務を遂行できるように、適正な引継ぎを実施することとする。 
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○ テスト環境 

本システムの中枢部分は、クラウド環境上に構築されるため、クラウド上に

以下の環境を用意し、周辺機能から適宜に切り替えをしながらテストを実施す

る。 

 開発環境（開発及び単体テスト環境） 

 ステージング環境（結合・総合テスト環境） 

 ドリル環境（操作訓練用の環境） 

 本番環境（実際の災害時に使用する環境） 

 

○ テストデータ 

各テストで使用するテストデータに関しては、受託者にてテストデータを準備

する。なお、実データが必要な場合には、委託者において準備する。（具体的

には委託者が定期的に実施している防災訓練で使用する情報をベースとす

る。） 
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